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令和５年第６回 邑南町議会定例会（第１日目）会議録

１．招集年月日 令和５年９月４日（令和５年８月28日告示）

２．招集の場所 邑南町役場 議場

３．開 会 令和５年９月４日（月） 午前９時30分

散会 午後２時50分

４．応招議員

５．不応招議員 なし

６．出席議員 １３名

７．欠席議員 なし

８．地方自治法第１２１条第１項の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名

９．本会議に職務のため出席した者の氏名

議会事務局長 井上 義博 事務局調整監 植田 靖子

10．町長提出議案の題目 別紙のとおり

11．会議録署名議員の氏名

12．本日の会議の大要は別紙のとおりである。

議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名

１番 奈須 正宜 ２番 鍵本 亜紀 ３番 野田 佳文 ４番 日高八重美

５番 瀧田 均 ６番 平野 一成 ７番 和田 文雄 ８番 宮田 博

９番 漆谷 光夫 １０番 大屋 光宏 １１番 中村 昌史 １２番 辰田 直久

１３番 石橋 純二
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５番 瀧田 均 ６番 平野 一成 ７番 和田 文雄 ８番 宮田 博

９番 漆谷 光夫 １０番 大屋 光宏 １１番 中村 昌史 １２番 辰田 直久

１３番 石橋 純二

議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名

議席 氏 名 議席 氏 名

５番 瀧田 均 ６番 平野 一成

職 名 氏 名 職 名 氏 名 職 名 氏 名

町 長 石橋 良治 副 町 長 日高 輝和 総務課長 大賀 定
情報みらい創造課

課長補佐 新井 紀弘 地域みらい課長 田村 哲 財務課長 三上 和彦

町民課長 秋田 敏子 医療福祉政策課長 小笠原誠治 産業支援課長 白須 寿

建設課長 上田 修 水道課長 沖野 弘輝 保健課長 坂本 晶子

羽須美支所長 三上 徹 瑞穂支所長 三浦 康孝

教 育 長 大橋 覚 学びのまち総務課長 植田 啓司 学びのまち推進課長 高瀬 満晃

監査委員 森脇 義博
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令和５年第６回邑南町議会定例会議事日程（第１号）

令和５年９月４日（月）午前９時30分開会

開会、開議宣告

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸般の報告

日程第４ 行政報告

日程第５ 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について

日程第６ 諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について

日程第７ 諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦について

日程第８ 諮問第５号 人権擁護委員候補者の推薦について

日程第９ 議案第55号 財産の取得について

（石見中学校改築事業（ラック・ロッカー）購入）

日程第10 議案第56号 財産の取得について

（石見中学校改築事業（製作備品家具）購入）

日程第11 議案第57号 財産の取得について

（石見中学校改築事業（収納家具）購入）

日程第12 認定第１号 令和４年度邑南町一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第13 認定第２号 令和４年度邑南町国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算の認定について

日程第14 認定第３号 令和４年度邑南町国民健康保険直営診療所事業特別会計

歳入歳出決算の認定について
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日程第15 認定第４号 令和４年度邑南町後期高齢者医療事業特別会計

歳入歳出決算の認定について

日程第16 認定第５号 令和４年度邑南町下水道事業特別会計

歳入歳出決算の認定について

日程第17 認定第６号 令和４年度邑南町電気通信事業特別会計

歳入歳出決算の認定について

日程第18 認定第７号 令和４年度邑南町水道事業会計決算の認定について

日程第19 議案第58号 邑南町情報通信施設条例の一部改正について

日程第20 議案第59号 邑南町研修施設条例の一部改正について

日程第21 議案第60号 邑南町水道事業の設置等に関する条例の一部改正について

日程第22 議案第61号 邑南町下水道使用料条例の一部改正について

日程第23 議案第62号 邑南町生活排水処理施設使用料条例の一部改正について

日程第24 議案第63号 令和５年度邑南町一般会計補正予算第５号について

日程第25 議案第64号 令和５年度邑南町国民健康保険事業特別会計

補正予算第２号について

日程第26 議案第65号 令和５年度邑南町国民健康保険直営診療所事業特別会計

補正予算第２号について

日程第27 議案第66号 令和５年度邑南町後期高齢者医療事業特別会計

補正予算第１号について

日程第28 議案第67号 令和５年度邑南町下水道事業特別会計

補正予算第２号について

日程第29 議案第68号 令和５年度邑南町電気通信事業特別会計

補正予算第１号について

日程第30 議案第69号 令和５年度邑南町水道事業会計

補正予算第１号について
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令和５年第６回 邑南町議会定例会（第１日目） 会議録

【令和５年９月４日（月）】

―― 午前９時30分 開会 ――

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 開会宣告 ）

●石橋議長（石橋純二） おはようございます。ただ今から、令和５年第６回邑南

町議会定例会を開会いたします。これより本日の会議を開きます。本日の議事日程は

あらかじめお手元に配布したとおりでございます。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第１ ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第１。会議録署名議員の指名をいたします。５番瀧

田議員。６番平野議員。お願いをいたします。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第２ ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第２。会期の決定を議題といたします。お諮りをい

たします。本定例会の会期は、本日９月４日から９月１５日の１２日間といたしたい

と思います。これに御異議はありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 異議なしと認めます。したがって、本定例会の会期は、

本日９月４日から９月１５日の１２日間とすることに決定をいたしました。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第３ ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第３。諸般の報告を行います。執行部より、報告第

１２号令和４年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告について。報
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告第１３号令和４年度邑南町教育委員会の権限に属する事務の点検評価報告につい

て。報告第１４号専決処分の報告について。監査委員より、報告第１５号例月現金出

納検査結果報告について。報告第１６号令和５年度定期監査報告について。議長等の

動静報告は、お手元に配布しておりますとおりでございます。受理をした陳情は陳情

文書表のとおり、受理番号３森林環境譲与税の譲与基準見直しについての陳情書は、

産業建設常任委員会に付託しましたので報告いたします。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第４ ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第４。行政報告。これより町長に中間行政報告及び

諸般の報告を行っていただきます。

○石橋町長（石橋良治） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、石橋町長。

○石橋町長（石橋良治） 令和５年９月邑南町議会定例会中間行政報告を申し述べ

る前に、瑞穂ハイランドのウォータースライダーでの事故について御報告申し上げま

す。８月２４日木曜日１４時２５分頃、瑞穂ハイランドのウォータースライダーにお

いて、公民館主催のデイキャンプ事業に参加していた町内の小学生児童が他の児童と

接触して意識不明の重体となり、ドクターヘリで緊急搬送されました。児童の意識が

戻り回復されることを願っていましたが、翌日１７時前に搬送先の病院でお亡くなり

になり誠に残念でなりません。このような重大な事故が発生してしまい、亡くなられ

た児童御本人御家族の皆様に対して、誠に申し訳なく深くおわび申し上げ、心より御

冥福をお祈り申し上げます。まずは、亡くなられた児童の御家族の立場に立ち常に御

家族に寄り添っていくこと。そして、参加された児童が通う特に２校の小学校に現教

育委員会を通じてスクールカウンセラーを派遣しました。両校の児童並びに教職員の

心のケアについて最優先に努めてまいります。また、スタッフの心のケアについて

も、町が委託している産業カウンセラー等のカウンセリングを実施してまいります。

あわせて今回の事故は、発生当時に児童の見守り態勢が不十分であったことが主要な

要因と考えており残念でなりません。現在、警察が捜査されており、警察の捜査には

全面的に協力してまいります。また、瑞穂ハイランド側との事実確認も必要に応じて

行ってまいります。さらに、８月２８日付けで大橋教育長をトップとする事故調査チ
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ームを全庁的に立ち上げました。初会合を非公開にて９月１日に行いました。調査チ

ームは教育委員会だけでなく、総務課、医療福祉政策課、建設課も構成員としてお

り、これまでに関係者や関係機関から収集した情報に加え、新たに聞き取りなども実

施し事実や問題点を明らかにしてまいりたいと考えています。さらには、第三者を中

心とした事故検証委員会の立ち上げも行ってまいります。この度の事故に対して、行

政のトップとして私自ら先頭に立って町民の信頼回復に向け真摯に向き合ってまいり

たいと考えております。よろしくお願いいたします。それでは令和５年第６回邑南町

議会定例会の開会に当たり、決算認定案予算案の説明に先立ちまして、決算状況財政

状況及び現在進めております諸施策等について御報告申し上げ、町議会並びに町民の

皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。まず初めに、高齢者叙勲が６月１日に

発表され羽須美地域口羽地区の口羽萬造さんが瑞宝双光章を受章されました。これま

での功績をたたえるとともに心からお慶び申し上げます。次に決算状況について申し

上げます。令和４年度における各会計の決算つきましては、本定例会に御承認をお願

いするよう提案していますが、その概要につきまして御説明いたします。始めに一般

会計につきましては、歳入総額１３７億４，４７６万４，１７８円に対しまして、歳

出総額１３３億８，４２１万９，８８７円で、差引３億６，０５４万４，２９１円の

黒字でございました。繰越明許により翌年度繰り越すべき財源の５，４５９万３，０

００円を差し引きますと、実質収支額は３億５９５万１，２９１円の黒字でございま

す。次に特別会計でございますが、国民健康保険事業特別会計は、歳入総額１３億

１，１６６万７，３７３円に対しまして、歳出総額１２億９，８８７万７，５５８円

で、差引１，２７８万９，８１５円の黒字でございます。国民健康保険直営診療所事

業特別会計は、歳入総額１億２，１１３万９，６６３円に対しまして、歳出総額１億

１，３４８万６，１６２円で、差引７６５万３，５０１円の黒字でございます。後期

高齢者医療事業特別会計は、歳入総額３億８，１８２万１，３２６円に対しまして、

歳出総額３億７，８３８万２２９円で、差引３４４万１，０９７円の黒字でございま

す。下水道事業特別会計は、歳入総額９億１，３３４万９，０５８円に対しまして、

歳出総額８億９，０７２万８，７４９円で、差引２，２６２万３０９円の黒字でござ

いました。繰越明許により翌年度へ繰り越すべき財源の２６万３，０００円を差し引

きますと、実質収支額は２，２３５万７，３０９円の黒字でございます。電気通信事

業特別会計は、歳入総額５億４，１７１万６，８９２円に対しまして、歳出総額５億

２，７０３万２，５４１円で、差引１，４６８万４，３５１円の黒字でございまし

た。繰越明許及び事故繰越により翌年度へ繰り越すべき財源の２２４万１，０００円

を差し引きますと、実質収支は１，２４４万３，３５１円の黒字でございます。水道

事業の収支状況につきまして、消費税抜きで申し上げます。事業収益４億１，９０６
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万６，７６４円、事業費用３億９，５３８万６，６９０円で、当年度純利益は２，３

６８万７４円となりました。決算に基づく普通会計の財政指数につきましては、経常

収支比率は９１．４％で、前年度対比で１．１ポイント増加しております。いわゆる

財政健全化法に係る判断比率のうち実質赤字比率、連結実質赤字比率については、赤

字額がないため早期健全化基準に該当する数値はございません。実質公債費比率は、

単年度数値では０．６ポイント増加の１３．０％、比率として使用される３年平均の

数値は０．９ポイント減少の１３．２％となっております。また、将来負担比率は

０．９ポイント減少の７９．７％となっております。実質公債費比率及び将来負担比

率のいずれも早期健全化基準となる数値は下回っています。水道事業会計、下水道事

業特別会計に係る資金不足比率については、資金不足がないため経営健全化基準に該

当する数値はございません。次に本年度の財政運営について申し上げます。本年度一

般会計予算は、新型コロナウイルス感染症対策や災害対応等のため、８月までに４号

の補正予算を組み、９月補正前の一般会計予算総額は当初予算から１億４，９８６万

円増の１６１億２，０８６万円となっております。このような中、普通交付税の本年

度の配分が７月２８日に決定されました。概要としましては、普通交付税が５４億１

３２万７，０００円。臨時財政対策債発行可能額が２，６２０万１，０００円で、合

わせて５４億２，７５２万８，０００円でございます。令和４年度と比較しますと

０．８％、額にして４，６００万８，０００円の減額となっております。今回の交付

税減額の要因は、前年度交付された普通交付税は国の補正予算により臨時経済対策費

の創設や調整額分の復活により追加がありましたが、令和５年度は現在のところはあ

りませんので、減額となっています。なお、この算定結果に基づき、今回の一般会計

補正予算第５号におきまして、普通交付税を１億５，６４０万５，０００円追加、臨

時財政対策債を９５万４，０００円追加することとしております。また、令和４年度

決算に基づき、繰越金を２億９，５９５万１，０００円追加し、当初予算措置額と合

わせ３億５９５万１，０００円としております。また、歳入の財政調整基金繰入金を

１億８５万３，０００円減額し補正後予算額を０円としております。歳出では、財政

調整基金積立金を２億１，１００万円、減債基金積立金を１億４，９３８万円追加し

ておりますので、よろしくお願いいたします。続いて現在進めております諸施策など

について申し上げます。始めに、新型コロナウイルス感染症への対応について申し上

げます。御承知のとおり５月８日以降感染法上の位置付けが５類に移行し、感染対策

は個人や事業者の判断が基本となっています。本町においても、廃止した新型コロナ

ウイルス対策本部に代わる新型インフルエンザ等対策会議を設置し対応しています。

現状においても、町内で感染者が連日複数確認されており感染の再拡大も心配される

ことから、マスク着用や手洗い換気などの基本的な感染対策を防災行政無線より呼び
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かけています。また、本町顧問石原晋医療政策アドバイザーから改めて基本的な感染

対策が有効であることなど、おおなんケーブルテレビを通じて町民の皆さんへ直接呼

びかけてもらいました。引き続き新型コロナウイルス感染症への対応基本的な感染対

策について、御理解御協力を賜りますようお願いいたします。次に新型コロナウイル

スワクチン接種について申し上げます。今年度の新型コロナワクチン接種について

は、春開始接種として５月８日より６５歳以上の高齢者、５歳以上で基礎疾患を有す

る方、医療従事者等を対象に実施いたしました。昨年度までは主に集団接種で実施し

てまいりましたが、本年度からは町内医療機関において、個別接種で実施しておりま

す。８月２０日現在の国のワクチン接種記録システムＶＲＳにおける接種実績では

３，７２１名の方が接種され、６５歳以上の方の接種率は６５．３４％という状況で

す。また、現在国においては重傷者を減らす目的のもと、６５歳以上の高齢者や基礎

疾患を有する方など重症化リスクが高い方を努力義務として、接種の対象としつつ、

その他全ての方については接種機会を提供することとし、９月２０日より秋開始接種

として実施するスケジュールが示されております。今後省令等の法改正を受け、本町

においても速やかに接種ができるよう準備をしてまいります。以上、新型コロナウイ

ルス感染症への対応について、御報告させていただきました。続いてその他の主要な

取組みについて、御報告をさせていただきます。邑南町防災研修会の開催について申

し上げます。平成２５年８月２４日、町内に未曽有の被害をもたらした豪雨災害から

１０年が経過しました。この機会に改めて、１０年前の豪雨災害を振り返るととも

に、気候変動の影響などから集中豪雨や記録的短時間大雨情報、線状降水帯の発生な

どが頻発している近年の豪雨災害などに備えるため、８月２０日、日曜日、健康セン

ター元気館において令和５年度邑南町防災研修会を開催しました。研修会には町内自

主防災組織や防災士、民生児童委員、福祉事業者などから約１７０名の方々に御参加

いただきました。一般社団法人、兵庫県社会福祉会、事務局長、西野佳名子氏を講師

にお迎えし、避難行動要支援者支援と個別避難計画についてと題して、講演いただき

ました。災害対策基本法の改正により災害時に自力で避難することが難しい避難行動

要支援者の個別避難計画作成が市町村の努力義務とされました。要支援者の避難方法

をあらかじめ決めておく個別避難計画の必要性やその作成手順など、誰一人取り残さ

ないためにできることについて研修しました。また、翌日の８月２１日、月曜日には

福祉専門職対象の個別避難計画作成研修会を開催し、町内福祉事業所のケアマネージ

ャーや相談支援専門員、町職員など約４０名の方々に御参加いただきました。身を守

るための避難、避難行動要支援者の支援のため福祉専門職や行政として注意しなけれ

ばならないことについて研修しました。今後、町内関係者への連携、避難協力への地

域住民の理解を促し、個別避難計画の作成を進めてまいります。



- 9 -

大雨の対応について申し上げます。７月２７日の瑞穂地域における局地的大雨に対す

る対応についてであります。１８時５６分大雨警報が発表されたことから災害準備体

制に入りました。続いて１９時１０分には邑南町に対し土砂災害危険度情報が発表さ

れましたが、２０時には解除され大雨警報も２０時５分には注意報へと切り替わりま

した。この雨による人的あるいは住家被害はありませんでした。１９時から２０時の

間の降水量はアメダス瑞穂で４０ミリでありました。次に台風に対する対応について

です。８月９日から１０日にかけて台風６号、８月１５日から１６日にかけて台風７

号がそれぞれ島根県付近を通過しましたが、いずれも邑南町に警報などの発表はあり

ませんでした。引き続き災害への注意喚起、適切な避難情報の発表などに努めてまい

ります。次に内部統制制度について申し上げます。住民サービスの多様化による業務

量の増加や情報化、新たな事務処理の増加など事務処理におけるリスクが拡大してい

ることを踏まえ、不適正な事務処理の減少、業務の効率化、法令遵守の徹底を目的と

して、昨年度から内部統制制度の導入を進めています。昨年度は管理職対象の研修会

を実施し、推進体制は町長を内部統制最高責任者本部長、副町長を統制責任者副本部

長とし、教育長以下管理職を実施推進責任者本部員、推進事務局を総務課、評価事務

局を財務課とし、全職員を実施者に位置づけています。評価報告書については、監査

委員の審査を経て、議会へ報告、町民へ公表することとしています。本年度は各課な

どから推進リーダーを選出し、リスクの洗いだしを実施し、８月７日、管理職と推進

リーダーなどを対象にリスク評価の実施方法について、弁護士を講師に研修会を実施

しました。引き続きリスク対策の策定、内部統制実施計画書、実施手順書の策定に取

り組んでまいります。ＤＸの取組みについては、令和４年３月に邑南町デジタル変革

ビジョンと題して取組みの基本方針を策定し、ユーザーが便利さを実感できる事業、

行政サービスの仕組みを見直し業務を効率化することなどの観点から、できることか

ら取り組む姿勢で進めております。今年度においては地方創生人材支援制度を活用し

て、総務省より紹介いただいたデジタル専門人材の方と業務委託契約を取り交わし職

員の人材育成を念頭に、ＤＸに関連するテーマを検討するプロジェクトチームの支援

を行っていくこととしております。また、国のＤＸの重点取組項目であるシステム標

準化につきましても、邑智郡３町と邑智郡総合事務組合で協議を進めつつ、令和７年

度中のシステムの標準化ガバメントクラウドへの移行を目指し、必要な事務を関係課

において作業を進めているところであります。このシステム標準化につきましては直

ちに町民の方の利便性が向上するものではありませんが、システムの変革に伴い波及

してくる業務の見直し書かない窓口など手続の省力化、マイナンバーカードを活用し

た電子申請などに取り組みやすい環境は整うものと考えております。また、変革のた

めに利用するシステムが多くなり、複雑化してくることから情報セキュリティの分野
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に関しても注力をする必要はあります。本町においても邑南町情報セキュリティポリ

シーを策定しておりますが、状況に更に適応したポリシーとするため現在改定に向け

て作業を進めているところであります。現在皆様に御利用いただいているケーブルテ

レビの設備については、整備から１０年以上経過しているため各種機器の更新を進め

ているところであります。令和３年度から予定していた基幹ネットワークの更新は半

導体不足の影響を受けたため大幅に遅れておりましたが、８月初旬に機器更新が完了

しました。これによりインターネットの利用環境は大幅に改善され、つながりにくい

時間帯での安定的な運用が可能であると考えております。今定例会では、インターネ

ットサービスの通信速度１００Ｍｂｐｓ（メガ）のプランを追加する条例改正案を提

出しております。全国的には１００Ｍｂｐｓ（メガ）以上の通信速度のサービス提供

が当たり前になっておりますが、１００Ｍｂｐｓ（メガ）を超えるサービス提供につ

いては、皆様からいただく利用料の変更などができるだけないように、慎重に検討し

てまいりたいと考えております。また、加入者宅のＯＮＵにつきましても、今年度も

引き続き更新を行ってまいります。今年度は、石見地域の日貫地区及び日和地区並び

に瑞穂地域の一部を予定しており、引き続き安定的なサービス提供に寄与するため確

実に実施してまいりたいと考えております。さらに、防災定点カメラについてでござ

いますが、令和４年度の事業として実施しこのほどカメラの更新が完了したところで

ございます。新たに日貫地区にカメラを設置したほか、画質が大幅に向上し夜間での

暗視機能も向上していることから、防災の観点からも有効な情報提供ができるものと

考えております。次に７月２７日、２８日に発生したゲリラ豪雨の際に町内で多くの

落雷が観測されております。ケーブルテレビで提供しているＩＰ電話サービスの機器

においても１００件以上の故障が報告されており、機器交換に時間を要し多くの皆様

に御迷惑をおかけしたところでございます。このＩＰ電話サービスは全国的にはサー

ビス終了の流れであり、交換機器の調達に懸念があるところでございます。今後のサ

ービスの提供のあり方など担当課において検討を進めているところでありますので、

できるだけ早期に一定の方向性を示してまいりたいと考えております。道の駅瑞穂再

整備事業について申し上げます。工事の進捗につきまして、現在国道２６１号の舗装

整備工事、道の駅敷地造成に係る調整池整備工事ほか１件の工事を進めております。

引き続き令和５年度中に地中熱を活用した融雪設備整備工事を発注する予定でござい

ます。次に、本体建築等工事の入札状況について申し上げます。７月１２日に入札公

告を行い入札執行を予定しておりましたが、応札者がなかったため入札を取りやめて

おります。再入札については、８月３０日に公告を行い入札執行は９月２８日を予定

しております。次に、道の駅名称選考について申し上げます。８月３日邑南町道の駅

名称選考委員会設置要綱を施行し、邑南町道の駅名称選考委員会を設置いたしまし
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た。各団体等より推薦のあった１８名に選考委員を委嘱し、８月２２日第１回道の駅

名称選考委員会を行いました。名称決定までの予定や所掌事項について審議し、１０

月より名称募集を開始することといたしました。名称募集の流れといたしましては、

多くの皆様から御応募いただいた名称案から１２月に予定する第２回選考委員会にお

いて一次選考を行い、複数案の候補を選出いたします。選出した候補から邑南町の未

来を担う世代である、町内の児童生徒たちによる一人一票の投票による二次選考を行

い、最終候補の選出を行う予定としております。この二次選考の投票結果を踏まえ、

２月に予定する第３回名称選考委員会において名称を決定し３月に発表したいと考え

ております。次に脱炭素先行地域づくり事業について申し上げます。令和４年４月に

第１回の脱炭素先行地域に選定され、環境省の支援をいただきながら環境と経済を両

立させるまちづくりに取り組んでおります。はじめに設備工事の状況でございます。

地域新電力会社おおなんきらりエネルギー株式会社により、公共施設や事業所、一般

家庭に対し、ＰＰＡスキームを活用した太陽光発電設備の整備を着実に進められてお

ります。公共施設につきましては、瑞穂支所及びおおなんケーブルテレビ局舎、健康

センター元気館、田所公民館、出羽公民館について、まもなく太陽光発電設備による

再生可能エネルギーの供給が開始できるものと見込んでおり、羽須美支所、阿須那公

民館及びいこいの村しまねにつきましては、設備工事実施に向け詳細設計を進めてい

るところであると報告を受けております。加えて民間住宅や民間事業所につきまして

も、太陽光発電設備工事を複数県現在進めていることを確認しているところでござい

ます。次に、邑南町が行うＥＶ自動車急速発電設備工事につきましては、８月２４日

に指名競争入札を行い工事業者が決定したところでございます。また、道の駅瑞穂再

整備事業での地中熱を活用した融雪設備や小型風力発電設備の工事につきましては、

早期の工事発注に向け準備を進めているところでございます。おおなんきらりエネル

ギー株式会社の小売電気事業につきましては、電気の安定調達を目的に、ローカルエ

ナジー株式会社米子市のバランシンググループに入り、グループの一員として電気の

共同調達を行うことで、１１月から順次小売電気事業を開始できるよう準備を進めて

いるとのことでございます。次に、地域コミュニティのあり方検討委員会について申

し上げます。令和４年度に同検討委員会を設置し、令和４年度に６回、今年度に１回

の委員会を開催し、人口が減少しても安心して暮らせる仕組みづくりを中心に議論さ

れてきました。６月１９日の第７回の検討委員会で委員会としての意見が集約されそ

の結果を踏まえ、７月２４日に邑南町長に対して委員会の委員長である島根大学作野

広和教授から、報告書が手渡され検討結果の報告をされたところでございます。町と

してこの検討結果を尊重し、今後どのように進めていくかなどさらなる議論を進めて

まいりたいと考えております。次に公共交通施策について申し上げます。邑南町バス
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路線再編実施計画。これは令和２年３月作成のものでありますが、計画の中で路線再

編方針が示されているおおなんバス邑南川本線の再編に向け、令和４年９月１日から

地域内循環交通実証運行を実施し現在も運行中でございます。その路線について１０

月からは、運賃を徴収する有料路線瑞穂矢上線として運行することを予定しておりま

す。現在運行中の邑南川本線はそのままとし、もともと計画にあった邑南川本線再編

案を取りやめることとし、新ルートの道の駅瑞穂から出羽高原を経由して、石見方面

へ運行する瑞穂矢上線でカバーすることにより経費を抑えつつ、利便性の向上が図ら

れると考えております。次に邑学館新館別棟整備事業について申し上げます。令和４

年度から取り組んでいます邑学館新館別棟建築工事は、令和５年９月末の完成を目指

して進めております。現在のところ工事は完成に向けて順調に進んでおり、８月末で

の進捗率は８５％であります。建物完成後は、備品納品、外構工事、連絡通路設置工

事に取り組み、１０月末に竣工式を執り行う予定としており、寄宿舎生の利用開始は

１１月からを予定しております。また、新館別棟を利用する生徒の学びと暮らしの場

として、長く愛着をもって利用される建物となるよう、矢上高校生徒などを対象に愛

称の募集を行ったところでございます。生徒から募集した愛称の候補については寄宿

舎を利用する矢上高校生、教職員、地域の関係者からなる選定委員会で選考し、選定

された愛称については新館別棟前に掲示したいと考えております。次に子どもチャレ

ンジ事業おおなんみらいファクトリーの状況について申し上げます。おおなんみらい

ファクトリーは今年度から新たに取り組む事業で、子どもが主体となりまちづくり活

動にチャレンジする補助事業でございます。今年度は町内の中学生高校生などを対象

に募集を行い、現在３団体がエントリーしております。今後はエントリーした団体と

企画の具体化を進め、内容が決まった団体から順次活動を始めます。それぞれの活動

の状況については、随時情報発信を行ってまいりたいと思っております。水田農業の

振興についてでございますが、始めに農業水稲の状況です。令和５年度主食用水稲の

作付けは９２４．９ヘクタールと、前年度より約３５ヘクタールの減少となりまし

た。９２４．９ヘクタールのうち、ハーブ米コシヒカリは約１１７ヘクタールで３ヘ

クタールの減少。ハーブ米きぬむすめは約１２ヘクタールとなっております。また主

食用水稲のほかは、飼料用稲が約８１ヘクタールと前年度より２ヘクタール増加。大

豆が約６ヘクタールと前年度より３ヘクタール増加。そばが１０ヘクタールなどとな

っております。次に先般ＪＡしまね島根おおち地区本部から、令和５年産米買取り価

格が公表されました。昨年と比較して、水稲うるち玄米１等３０キログラム当たり

は、いずれの品種も、４００円から５００円昨年に続き引き上げられています。主力

米のコシヒカリ上１等米は４００円引き上げられ、６，３５０円となっております。

ハーブ米コシヒカリ１等米も４００円引き上げられ、７，１００円となっておりま
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す。農林水産省が試算した主食用米の民間在庫量は適正値と同程度となっており、令

和５年１０月末における持ち越し在庫も減少する予想となっております。こうした需

給改善の見通しや米の生産コスト高騰などを受け、買取り価格が引き上げられまし

た。神紅の産地化について申し上げます。今年度はおーなんアグサポ隊の３年間の研

修を終えた５名のハウスのうち、令和２年度に苗を植栽した園約３９アールで７９０

房が着果し、８月１３日から出荷販売されています。出荷形態としては成果の房と成

果の粒で、農協での共販やネットによる個人販売、町内の直売所への出荷などとなっ

ています。出荷初年度は収穫量はまだ少ない状況の中ではありますが、思った以上に

玉の太りが良く糖度の上がり具合の心配や、梅雨明け以降夜温の高い状態が続いたた

め着色の進み具合の心配がありましたが、結果的に着色糖度も基準に達し、生果とし

て販売できる房も多く見られました。今年度の状況をまとめ来年度以降の管理や他の

育成園の管理につなげ、安定的な生産を確立していきたいと考えています。Ａ級グル

メ連合の総会について申し上げます。令和５年度のにっぽんＡ級グルメのまち連合の

総会が、７月２６日オンラインで開催されました。邑南町の脱退が議題として提出さ

れ、承認されました。今後においてはオブザーバー的な立場で参画し、加盟自治体と

ともに地域の食を盛り上げていく取組みを進めてまいりたいと考えております。浜田

市と邑南町との食を通じた観光・文化交流協議会の総会について、申し上げます。令

和５年度の浜田市と邑南町との食を通じた観光・文化交流協議会の総会が、７月２６

日邑南町役場で開催され令和４年度の事業や決算が報告されたあと、令和５年度の事

業計画や予算が審議承認されました。今年度の事業として株式会社ぐるなびと連携

し、広島市や浜田市、邑南町で両市町の食材を活用した食のイベントを開催すること

などが決定されました。広島市方面からの参加を想定しており、今後の観光誘客につ

なげます。次に、観光庁の地域一体となった観光地・観光産業の、再生・高付加価値

化事業について申し上げます。町内の宿泊・観光事業者で組織する邑南町観光リ・ハ

ック協議会が作成した里山プライベートハウス群を核とした絶景の雲海がある町、を

テーマとした地域計画が有識者による審査を経て事業採択され８月８日公表されまし

た。今後地域計画に基づき、宿泊施設のリニューアルや全町における観光客の受入れ

整備などが進められます。これに伴い令和５年度邑南町一般会計補正予算第５号にお

いて、町の支援額として補助金４，１１４万３，０００円を計上しております。ま

た、町では７月３日に公益財団法人大阪観光局理事長の溝端宏氏を招き、邑南町観光

戦略推進委員会の委員を対象に研修会を開催しました。邑南町の魅力についてという

演題で、邑南町の自然・景観、食、健康長寿の素晴らしさについてお話いただき、意

見交換などを行ったところです。町としてもこのような取組みを重ね、協議会や邑南

町観光協会、邑南町観光戦略推進委員会と連携し、観光振興を進めていきたいと考え
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ております。万博首長連合について申し上げます。７月３日に開催した邑南町観光戦

略研修会において、元観光庁長官で公益財団法人大阪観光局理事長の溝端宏氏が、邑

南町観光戦略の推進について、邑南町の魅力について～２０２５年大阪・関西万博を

控えて～、と題して講演をされました。その際溝端氏は、２０２５年日本国際博覧会

とともに地域の未来社会を想像する首長連合についてお話されました。万博は地域活

性化のための動機付けの場とし、現在万博首長連合の加盟自治体は全国で６４４自治

体あるようです。万博首長連合の取組みに、健康・美・長寿推進サミット（案）があ

り邑南町に参加の依頼がありました。参加メンバーは地方自治体が全国で１０市町村

程度で、中央省庁、民間企業、大学などとなっているようでございます。健康長寿の

先進事例などについて学び、町民の健康増進に役立てていきたいと考えています。今

のところ詳細は未定ですが、経費など必要に応じて来年度の当初予算に計上したいと

考えております。次に、建設関係の事業について申し上げます。国県道整備事業です

が、主要地方道浜田作木線吉原工区は落石対策を含めた改良工事を進めていただいて

おり、今年中には完成予定と伺っています。高見工区は、高見橋から瑞穂砕石株式会

社に向かって掘削を進めていただいております。また国道２６１号の、臼谷工区と主

要地方道甲田作木線西之原工区は、それぞれ用地調査や建物調査などを主要地方道仁

摩邑南線荻原工区はのり面工と舗装工を、主要地方道田所国府線市木工区は桜屋橋の

上下部工をそれぞれ進めていただいております。河川改修事業の出羽川吉時工区は、

護岸改修のための用地補償を、また三日市工区は根継工をそれぞれ進めていただいて

おります。砂防事業は、勝地川と大庭川を今年度の事業完了に向けて進めていただい

ております。横田川は継続して実施していただいています。また急傾斜地崩壊対策事

業は、下茅場Ａ地区、中組地区を今年度の事業完了に向けて進めていただいていま

す。田本地区は継続して実施していただく予定でございます。また新たに、田所下地

区の調査設計を進めていただいています。農業農村整備事業は、井原西区でのほ場整

備事業、新堤地区でのため池整備事業に新たに着手していただきました。また、中南

地区ため池整備事業、町内全域を対象とした中山間地域総合整備事業や和田地区農道

整備事業により、農地や農業用施設の整備を継続して行っていただいています。治山

事業は、三坂地区、沢久谷地区を実施していただき、いずれの地区も今年度事業完了

の予定と伺っています。林道事業は、三坂小林線、岩屋徳前線、皆井田円の板線を継

続して実施していただいています。続きまして、町の事業について申し上げます。町

道整備事業は、町道日南川上田線の災害防除工事、石見中央線の歩道整備工事、簾金

比羅線の道路改良工事を、第１四半期に発注し工事着手いたしました。今後、町道伴

蔵線ののり面対策工事を第３四半期、道路改良工事の高見宇都井線を第２四半期、片

田善教寺原線を第３四半期に発注する予定としております。農村整備事業はほ場整備
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事業としまして、下亀谷地区の継続と小原迫地区を新規に実施する予定でございま

す。また、農業用ため池整備事業として、廃止修繕を継続的に実施する予定でござい

ます。住宅整備事業は、日貫地区に若者定住住宅を建設するための建築設計業務や敷

地造成工事の発注を第１四半期に行い、着手したところでございます。また、既設公

営住宅ストック改善事業としまして、矢上団地については既に着手しており、残りの

三本松団地ほか七日市団地の改善を今後行う予定でございます。次に教育委員会関係

ですが、まず学びのまち総務課の関係について申し上げます。始めに、令和４年度邑

南町教育委員会の権限に属する事務の点検評価報告書についてですが、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第２６条に、報告書を議会に提出し公表しなければなら

ないと規定されていることから、今定例議会において教育委員会から提出します。こ

れは教育委員会の権限に属する事務について自らが自己点検評価し、学識経験者を有

する者で構成された第３者評価機関の委員による意見を付して報告書としてまとめた

ものです。なお、評価結果につきましては教育行政推進の一助としています。次に、

石見中学校改築工事の進捗状況について申し上げます。８月末時点での進捗状況は約

４８％となっており、９月より屋根の工事に入る段階です。近隣の方々の御協力をい

ただきながら、安全を最優先に工事を進めたいと考えています。次に部活動の全国大

会等への出場について申し上げます。８月２１日から２３日まで愛媛県で開催され

た、令和５年度全国中学校体育大会第５４回全国中学校ソフトテニス大会に羽須美中

学校の栗原悠成さん、三上瑛大さん、石田真優さん、岡崎尊さん、杉本凪さん、松谷

龍之介さん、岡崎泰河さん、栗原有煌さん、上口紗和さん、井上心々奈さんが出場さ

れました。今後の活躍を期待しているところでございます。次に生涯学習関係につい

て申し上げます。まず６月２４日岩国市で開催された２０２３年度中国ブロック・ユ

ネスコ活動研究会において、日貫小学校が表彰されました。日貫小学校は平成２８年

に少子化・人口減少社会に対応した活力ある学校教育推進事業の研究校に指定され、

以降２０年来継続していたふるさと教育の成果を礎に小規模校を存続させる場合の教

育活動も高度化に取り組み、小規模校や日貫という地域の活用によってメリットを最

大化に、またデメリットを最小化させ地域とともに考え魅力ある学校づくりを実践し

た優れた教育の取組みとして、ユネスコが提唱するＥＳＤ（持続可能な開発のための

教育）の具現化した事例として高く評価されました。これまでの御功績をたたえると

ともに、心からおよろこび申し上げるところであります。次に８月３日から６日まで

兵庫県神戸市で開催された第４０回全日本小学生ソフトテニス選手権大会に、はすみ

スポーツ少年団の上口華弥さん、岡崎紗奈さん、岡崎幸村さんが島根県代表として出

場されました。今回の経験を生かし、更なる飛躍を期待いたします。次に国際交流員

の配置について申し上げます。これまでユンテラ・ベイッカ・サカリさんに国際交流



- 16 -

員として勤務してもらっておりましたが、７月末をもって勤務が終了しました。新た

に８月から、ホゥフタネン・エーロ・マグナスさんが着任となりました。新たな国際

交流員も着任し、引き続きフィンランド共和国との関係性を深めることができるよう

取り組んでまいります。次に８月４日から５日にかけ、平和教育の一環として歩こう

広島までを開催しました。新型コロナ対策のため近年は中段しており事業実施は４年

ぶりとなります。歩こう広島までの開催に先立ち、７月２８日、３１日に平和の尊さ

について学ぶ平和学習会を開催し町民の方に参加を呼びかけるとともに、歩こう広島

参加者には事前学習会として参加していただきました。当日は中学生６名を含む１５

名の参加があり、熱中症対策のため夕方の午後６時出発し、約１３時間かけて４０キ

ロ先にある原爆ドームまで歩いていただき、原爆ドーム到着後、町内各地より公民館

へ届けていただいた千羽鶴をささげました。参加した皆さんには、平和と戦争につい

て身をもって考えてもらう機会となったと思っております。また６月１９日から８月

１０日までの約８週間の期間、町内１２公民館で交代して広島市平和記念資料館より

借りたパネルを展示する、平和パネル展を実施いたしました。次に、邑南町発注の公

共事業についてでありますが、これは別紙一覧表で発注状況を報告させていただきま

すので、そちらを御覧ください。以上９月議会定例会の開会に当たり、本年度の諸施

策について中間行政報告をさせていただきました。なお本定例会に提案いたします議

案などは、人事案４件、条例案５件、決算認定案７件、補正予算案７件、その他案３

件、合わせて２６件としています。なにとぞ慎重に御審議の上適切な議決を賜ります

ようお願い申し上げます。続きまして、諸般の報告をさせていただきます。令和５年

第２回邑智郡総合事務組合議会定例会が８月３１日に開催され、令和４年度の事業報

告並びに決算報告が承認されましたのでその概要について御報告申し上げます。お手

元に決算書をお配りしておりますので御覧ください。まず一般会計でございますが２

ページを御覧ください。歳入総額は３２億６，８８７万１，１０３円でございます。

歳入の主なものは構成３町の負担金などで、１０億７，８６９万５，２８３円。国庫

補助金が２，２２３万…

○石橋議長（石橋純二） 暫時休憩といたします。

── 午前 10時 30分 休憩 ――

―― 午前 10時 31分 再開 ――

○石橋議長（石橋純二） 再開します。
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●石橋町長（石橋良治） 失礼しました。国庫補助金が２，２２３万４，２７５

円。前年度繰越金が２１億５９９万５，２２４円などでございます。３ページを御覧

ください。歳出総額は３２億７５７万１，９５８円となっています。歳出の主なもの

は総務管理費が４億８，５８６万７，９２１円。清掃費が２６億４，７７７万２，７

７６円。特別会計操出金が４，４３８万１，３２８円などでございます。４ページを

御覧ください。歳入歳出差引額は６，１２９万９，１４５円でございますが、繰越明

許により翌年度へ繰り越すべき財源の２，５７０万１，８８５円を差し引きますと、

実質収支額は３，５５９万７，２６０円でございます。また清掃費に関します各処理

量につきましては、し尿処理量が１万１，２６２キロリットルで、前年度に対し４０

１キロリットル増加いたしました。ごみ処理量の実績は可燃ごみ搬入総量が１万２，

１８４トンで前年度に比べ７，２０４トン増加いたしました。 次に介護保険特別会

計について申し上げます。令和４年度は第８期介護保険事業計画の２年目になりま

す。６ページを御覧ください。歳入総額は３６億９，４８９万９，９９５円でござい

ます。歳出総額は３５億１，５９６万８，５３３円となっており、歳入歳出差引額及

び実質収支額は１億７，８９３万１，４６２円でございます。被保険者の状況は令和

４年度末で、第１号被保険者は７，８５１人で前年同月末に対し１４５人の減。認定

者数は１，６９３人で前年同月末に対し３２人の減。認定率は２１．６％で前年度同

月末と同数値になっています。介護保険料の収納状況は令和４年度の未納額が総額１

４９万２，３８０円で、未納者は４４人収納率は９９．７４％でございます。未納者

に対しては給付制限などの不利益処分が発生しないよう、事務組合と３町が連携を取

り早期完全納付に向け納付相談活動を継続してまいります。以上御報告を申し上げま

す。

●石橋議長（石橋純二） 以上で、町長の行政報告は終了いたしました。ここで休

憩に入らせていただきます。再開は午前１０時５５分とさせていただきます。

―― 午前 10時 35分 休憩 ――

―― 午前 10時 55分 再開 ――

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第５ 諮問第２号、日程第６ 諮問第３号 ）

（ 日程第７ 諮問第４号、日程第８ 諮問第５号 ）
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●石橋議長（石橋純二） 再開をいたします。日程第５。諮問第２号人権擁護委員

候補者の推薦についてから、日程第８。諮問第５号人権擁護委員候補者の推薦につい

てまで４件を、一定の利害関係を有する除斥となる議員もありませんので一括議題と

いたします。提出者からの提案理由の説明を求めます。

○石橋町長（石橋良治） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、石橋町長。

○石橋町長（石橋良治） 諮問第２号から諮問第５号までの提案理由を御説明申し

上げます。人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてでございますが、最

近の人権擁護行政をとりまく諸情勢は、幼児児童に対する虐待やいじめ体罰など子供

に関する問題、高齢者や障害者に関する問題、あるいは、夫婦間親子間の問題など多

岐にわたり複雑化しております。こうした地域社会の中にあって、人権擁護委員はこ

れらの諸問題に理解をもって取り組み、気軽に相談に応じその解決に熱意を有する候

補者を、市町村長が議会の意見を聞いて法務大臣に対し推薦するものでございます。

諮問第２号において、推薦につき意見を求めようとする浅原邦彦氏につきましては、

長年邑智郡総合事務組合の職員として奉職され、現在地域活性化のために活動されて

おり、また、地域の信頼も厚く、人格、見識ともに優れておられることから、嶋渡昭

壯氏が任期満了を迎えられるにあたり新たにお願いしたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いします。諮問第３号において、推薦につき意見を求めようとする升田進

氏につきましては、長年旧羽須美村職員、邑南町職員として奉職され、防災や児童福

祉など多種多様な業務に携わっておられ、経験や知識が豊富であり人格見識ともに優

れておられることから、宇津田好博氏が任期満了を迎えられるにあたり新たにお願い

したいと思っておりますので、よろしくお願いします。諮問第４号において、推薦に

つき意見を求めようとする石橋孝彦氏につきましては、長年中学校教員として奉職さ

れ、子どもからの信頼も厚く経験や知識が豊富であり人格見識ともに優れておられる

ことから、尾谷俊氏が任期満了を迎えられるにあたり新たにお願いしたいと思ってお

りますので、よろしくお願いします。諮問第５号において、推薦につき意見を求めよ

うとする伊東ゆう子氏につきましては、平成３０年１月１日から人権擁護委員として

御活躍いただいております。この度、令和５年１２月３１日に任期満了を迎えられる

にあたり引き続きその手腕を発揮していただきたいと思っておりますので、よろしく

お願いします。
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●石橋議長（石橋純二） 以上で、提出者からの説明は終了いたしました。ただ今

説明のありました４件について、一括して質疑を行います。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。お諮りをいたし

ます。諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦についてから諮問第５号人権擁護委員候

補者の推薦についてまで、４件の原案に御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 異議なしと認めます。したがって、諮問第２号人権擁護

委員候補者の推薦ついてから諮問第５号人権擁護委員候補者の推薦についてまで、４

件の原案に異議のないものと答申することに決定しました。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第９ 議案第５５号財産の取得について

石見中学校改築事業（ラック・ロッカー）購入 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第９。議案第５５号財産の取得についてを議題とい

たします。提出者からの提案理由の説明を求めます。

○石橋町長（石橋良治） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、石橋町長。

○石橋町長（石橋良治） 議案第５５号の提案理由を御説明申し上げます。議案第

５５号は、財産の取得についてでございますが、これは石見中学校改築事業ラック・

ロッカー一式を購入しようとするものでございます。詳細につきましては学びのまち

総務課長から説明させますので、よろしくお願いいたします。

○植田学びのまち総務課長（植田啓司） 議長、番外。
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●石橋議長（石橋純二） はい、植田学びのまち総務課長。

○植田学びのまち総務課長（植田啓司） 議案第５５号財産の取得について説明し

ます。取得物品は、石見中学校改築事業ラックロッカー一式です。取得の目的は、新

校舎改築に伴う更新をするものです。８月２４日に指名競争入札を実施し、有限会社

山崎教具店、代表取締役山﨑勝司氏が４１０万円で落札され、消費税を加えました４

５１万円で同日に仮契約を締結させていただいたところです。本件は、地方自治法第

９６条第１項及び邑南町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第３条の規定により、本契約は予定価格が７００万円以上の動産の買入であるこ

とから議会の議決を求めるものであります。よろしくお願いいたします。

●石橋議長（石橋純二） 以上で提出者からの説明は終了いたしました。これより

質疑を行います。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので質疑を終わります。議案第５５号財産

の取得についてに対する討論に入ります。討論は、反対討論から始め次に賛成討論を

し、以下この順に交互に行います。反対討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 賛成討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので討論を終わりこれより採決に入りま

す。議案第５５号財産の取得について、賛成の方の挙手を求めます。

●石橋議長（石橋純二） 全員賛成。したがって、議案第５５号財産の取得につい

ては、原案のとおり決定いたしました。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第１０ 議案第５６号財産の取得について
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石見中学校改築事業（制作備品家具）購入 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第１０。議案第５６号財産の取得についてを議題と

いたします。提出者からの提案理由の説明を求めます。

○石橋町長（石橋良治） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、石橋町長。

○石橋町長（石橋良治） 議案第５６号の提案理由を御説明申し上げます。議案第

５６号は財産の取得についてでございますが、これは石見中学校改築事業製作備品家

具 一式を購入しようとするものでございます。詳細につきましては、学びのまち総

務課長から説明させますのでよろしくお願いいたします。

○植田学びのまち総務課長（植田啓司） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、植田学びのまち総務課長。

○植田学びのまち総務課長 議案第５６号財産の取得について説明します。財産の

取得について説明します。取得物品は、石見中学校改築事業製作備品家具一式です。

取得の目的は新校舎改築に伴う更新です。まちギャラリーや図書スペースに設置する

製作備品家具として設置するソファ・ベンチ・展示台です。８月２４日に指名競争入

札を実施し、有限会社山崎教具店 代表取締役 山﨑勝司氏が１，３２５万円で落札

され、消費税を加えました１，４５７万５，０００円で同日に仮契約を締結させてい

ただいたところです。本件は、地方自治法第９６条第１項及び邑南町議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、本契約は予定

価格が７００万円以上の動産の買入であることから、議会の議決を求めるものであり

ます。よろしくお願いします。

●石橋議長（石橋純二） 以上で、提出者からの説明は終了いたしました。これよ

り質疑を行います。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）
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●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。議案第５６号財

産の取得についてに対する討論に入ります。討論は、反対討論から始め、次に賛成討

論をし、以下この順に交互に行います。反対討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 賛成討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので討論を終わり、これより採決に入りま

す。議案第５６号財産の取得について、賛成の方の挙手を求めます。

●石橋議長（石橋純二） 全員賛成。したがって、議案第５６号財産の取得につい

ては、原案のとおり決定いたしました。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第１１ 議案第５７号財産の取得について

石見中学校改築事業（収納家具）購入 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第１１。議案第５７号財産の取得についてを議題と

いたします。提出者からの提案理由の説明を求めます。

○石橋町長（石橋良治） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、石橋町長。

○石橋町長（石橋良治） 議案第５７号の提案理由を御説明申し上げます。議案第

５７号は財産の取得についてでございますが、これは石見中学校改築事業収納家具一

式を購入しようとするものでございます。詳細につきましては学びのまち総務課長か

ら説明させますので、よろしくお願いします。

○学びのまち総務課長（植田啓司） 議長、番外。
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●石橋議長（石橋純二） はい、植田学びのまち総務課長。

○植田学びのまち総務課長（植田啓司） 財産の取得について説明します。取得物

品は、石見中学校改築事業収納家具一式です。取得の目的は新校舎改築に伴う更新で

す。理科室、美術室、技術準備室及び事務職員室、校長室等の収納家具です。８月２

４日に指名競争入札を実施し、有限会社山崎教具店、代表取締役山﨑勝司氏が１，８

２６万円で落札され、消費税を加えました２，００８万６，０００円で同日に仮契約

を締結させていただいたところです。本件は、地方自治法第９６条第１項及び邑南町

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定によ

り、本契約は予定価格が７００万円以上の動産の買入であることから議会の議決を求

めるものであります。よろしくお願いします。

●石橋議長（石橋純二） 以上で提出者からの説明は終了いたしました。これより

質疑を行います。質疑はありませんか。

●大屋議員（大屋光宏） はい、１０番。

●石橋委議長（石橋純二） はい、大屋議員。

●大屋議員（大屋光宏） この案件が一番金額が大きかったので教えてください。

電子入札だと様子がわかるんですけど、そうじゃないので。入札に入られた件数が何

件だったか。予定価格は７００万以上なのでっていう議決なんですけど、予定価格と

か最低入札価格とかっていうのが公表されてあるものかどうか。あと委員会でも聞い

たんですけど、納入するものについては同等品っていうことでやるんだと思うんです

けど、これについては同等品なのかカタログっていうか指定のものそのものなのか。

４点くらいかな、３点か４点になると思いますがお願いします。

○植田学びのまち総務課長（植田啓司） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、植田学びのまち総務課長。

○植田学びのまち総務課長（植田啓司） 議案第５７号の財産の取得についての入

札の件数ですが、９社に入札の御案内をさせていただきまして、応札があったのが４

社。辞退があったのが４社となっております。予定価格については公表のほうされて
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おりませんので、ここでは差し控えさせていただきます。同等品については、全てこ

ちらで同等品としてお示しさせていただいた商品とか製品がそのまま入荷となってお

ります。以上です。

●大屋議員（大屋光宏） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、大屋議員。

●大屋議員（大屋光宏） 入札が４社ってあったので、一番低かったのが今回の山

崎教具店であって、最低かなんか下回るとこはなかったっていうことでいいですか。

○植田学びのまち総務課長（植田啓司） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、植田学びのまち総務課長。

○植田学びのまち総務課長（植田啓司） 最低価格については設定のほうはされて

おりません。これは備品ですので、それそのものが納品される場合は質のうんぬんが

問われませんので、最低価格のほうが設定されておりません。予定価格については公

表のほうされておりませんので、この場でも差し控えさせていただきます。

●石橋議長（石橋純二） ほかにはございませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので質疑を終わります。議案第５７号財産

の取得についてに対する討論に入ります。討論は、反対討論から始め次に賛成討論を

し、以下この順に交互に行います。反対討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 賛成討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）
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●石橋議長（石橋純二） 無いようですので討論を終わりこれより採決に入りま

す。議案第５７号財産の取得について、賛成の方の挙手を求めます。

●石橋議長（石橋純二） 全員賛成。したがって、議案第５７号財産の取得につい

ては原案のとおり決定いたしました。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第１２ 認定第１号 令和４年度邑南町一般会計

歳入歳出決算の認定について

日程第１３ 認定第２号 令和４年度邑南町国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算の認定について

日程第１４ 認定第３号 令和４年度邑南町国民健康保険直営診療所事業

特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第１５ 認定第４号 令和４年度邑南町後期高齢者医療事業特別会計

歳入歳出決算の認定について

日程第１６ 認定第５号 令和４年度邑南町下水道事業特別会計

歳入歳出決算の認定について

日程第１７ 認定第６号 令和４年度邑南町電気通信事業特別会計

歳入歳出決算の認定について

日程第１８ 認定第７号 令和４年度邑南町水道事業会計

決算の認定について ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第１２。認定第１号令和４年度邑南町一般会計歳入

歳出決算の認定についてから、日程第１８。認定第７号令和４年度邑南町水道事業会

計決算の認定についてまで、７件を一括議題といたします。提出者からの提案理由の

説明を求めます。

○石橋町長（石橋良治） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、石橋町長。

○石橋町長（石橋良治） 認定第１号から認定第７号までの提案理由を御説明申し

上げます。これらの提案は、令和４年度の各会計の決算につきまして、議会の認定に

付するものでございます。一般会計につきましては、歳入決算額１３７億４，４７６
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万４，０００円、歳出決算額１３３億８，４２２万円、歳入歳出差引３億６，０５４

万４，０００円となっています。翌年度へ繰越すべき財源、５，４５９万３，０００

円を除いた実質収支は、３億５９５万１，０００円となっています。国民健康保険事

業特別会計につきましては、歳入決算額１３億１，１６６万７，０００円、歳出決算

額１２億９，８８７万８，０００円、歳入歳出差引１，２７８万９，０００円となっ

ています。国民健康保険直営診療所事業特別会計につきましては、歳入決算額１億

２，１１４万円、歳出決算額１億１，３４８万６，０００円、歳入歳出差引７６５万

４，０００円となっています。後期高齢者医療事業特別会計につきましては、歳入決

算額３億８，１８２万１，０００円、歳出決算額３億７，８３８万円、歳入歳出差引

３４４万１，０００円となっています。下水道事業特別会計につきましては、歳入決

算額９億１，３３４万９，０００円、歳出決算額８億９，０７２万９，０００円、歳

入歳出差引２，２６２万円となっています。翌年度へ繰越すべき財源、２６万３，０

００円を除いた実質収支は、２，２３５万７，０００円となっています。電気通信事

業特別会計につきましては、歳入決算額５億４，１７１万７，０００円、歳出決算額

５億２，７０３万３，０００円、歳入歳出差引１，４６８万４，０００円となってい

ます。翌年度へ繰越すべき財源、２２４万１，０００円を除いた実質収支は、１，２

４４万３，０００円となっています。水道事業会計決算につきましては、収益的収入

及び支出については、収入総額４億３，９１１万６，０００円、支出総額４億４４３

万７，０００円、資本的収入及び支出については、収入総額３億４，４２８万５，０

００円、支出総額５億２，０９５万６，０００円となっています。収入不足額１億

７，６６７万１，０００円は、当該年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、

過年度分損益勘定留保資金及び当該年度分損益勘定留保資金で補填することとしたと

ころです。以上、詳細につきましては、それぞれ担当課長から説明させますので、よ

ろしくお願いします。

○三上財務課長（三上和彦） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、三上財務課長。

○三上財務課長（三上和彦） 認定第１号令和４年度邑南町一般会計歳入歳出決算

の認定について御説明いたします。令和４年度邑南町一般会計歳入歳出決算書でご説

明をさせていただきます。１ページから１１ページまでが一般会計の歳入歳出決算書

でございます。６ページ７ページをお開きください。歳入合計でございます。収入済

額は、１３７億４，４７６万４，１７８円でございます。１０ページ１１ページをお
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開きください。歳出合計でございます。支出済額は、１３３億８，４２１万９，８８

７円でございます。歳入歳出差引残額は３億６，０５４万４，２９１円でございま

す。前年度に比べ収入済額は１．４％増、支出済額は０．６％増となっています。１

２ページ１３ページをお開きください。事項別明細書で主な項目を御説明いたしま

す。歳入でございます。１款町税でございます。町税全体の額でございますが、調定

額１１億５，３９２万８５７円に対し、収入済額は１１億３，０９７万９，５７０

円、収納率は９８．０％で、前年度と比べて、１．４ポイント上がっています。ま

た、不納欠損額は２１万７，７００円で、前年度に比べて、１，０３０万５，４４６

円の減額、収入未済額は２，２７２万３，５８７円で前年度に比べて、８２万５０８

円の減額でございます。１６ページ１７ページをお開きください。１０款地方交付税

でございます。収入済額は６２億４，１５１万６，０００円で前年度と比べて、０．

２％の減、額にして１，１８７万２，０００円の減額でございます。地方交付税は、

普通交付税が償却資産など町税等による基準財政収入額の増額に伴う減額及び令和３

年度に特別に算定された臨時経済対策費の減額及び臨時財政対策債償還基金費の皆減

により、前年度と比べて１億４，４３２万８，０００円の減額でございます。特別交

付税が除雪費、地域おこし協力隊、地籍調査、消防団員年額報酬、消防団救助能力向

上資機材緊急整備などに対する交付額の増額により１億３，２４５万６，０００円の

増額でございます。２４ページ２５ページをお開きください。１４款国庫支出金で

す。収入済額は１４億１，８９８万４，５７２円で、前年度と比べて、１億９８２万

６５４円の減額でございます。収入未済額は３億７，６３２万４，０００円でござい

ます。収入済額が減額となった主な要因は、前年度と比べて、２８ページ２９ページ

の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費補助金が１億４，７８５万

５，２８１円減額、子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金が１億３，７１４万９，

１７０円減額等でございます。収入未済額の要因は、繰越明許に伴うものでございま

す。３２ページ３３ページをお開きください。１５款県支出金でございます。収入済

額は１４億８，９３３万４，９５６円で、前年度と比べて、４億２，１３２万１，４

８５円の増額でございます。収入未済額は１億３，１７８万４，１１６円でございま

す。収入済額の増額の主な要因は、前年度と比べて、道の駅瑞穂整備事業費負担金が

３億６，７２４万４，４００円の増額、４０ページ４１ページの農地災害復旧費補助

金７，５３６万３７４円の増額、農業用施設災害復旧費補助金が１，９５１万８５７

円の増額等によるものでございます。また、収入未済額の要因は、繰越明許に伴うも

のでございます。４６ページ４７ページをお開きください。１７款寄附金でございま

す。調定額及び収入済額は同額の１億９，１４６万４，５５５円で、前年度と比べ

て、８０５万７，４９４円の増額でございます。ふるさと寄附金は、前年度と比べ
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て、１，０３０万８，６４３円増額の１億８，８６０万３，０００円でございます。

企業版ふるさと納税寄附金は、２００万円でございます。１８款繰入金でございま

す。収入済額は４億５，８５６万円で、前年度と比べて、８，３３６万４，１２５円

の減額でございます。減債基金繰入金は前年度と比べて、１億２２２万５，０００円

の減額、まちづくり推進基金繰入金は前年度と比べて１，１５０万円の減額、４８ペ

ージ４９ページのふるさと基金繰入金は、前年度と比べて３，７７２万８，０００円

の増額、邑南町森林環境保全対策基金繰入金は、前年度と比べて６３４万４，０００

円の増額でございます。５０ページ５１ページをお開きください。１９款繰越金でご

ざいます。令和３年度からの繰越金で２億４，４２８万２，１０２円でございます。

前年度と比べて、２，２８７万２，６００円の増額でございます。２０款諸収入でご

ざいます。収入済額は２億７，２０５万９，４０４円で、前年度と比べて、３，３４

５万８，５９３円の増額でございます。収入未済額は、２，１８４万１，４４０円

で、前年度と比べて、２，１９７万４，８０９円の減額でございます。５８ページ５

９ページをお開きください。２１款町債は、調定額及び収入済額は同額の１５億３，

６２５万円で、前年度と比べて、２億２，０１５万３，０００円の減額でございま

す。６４ページ６５ページをお開きください。歳出でございます。２款総務費の支出

済額は前年度と比べて４億３３２万６，１５７円増額の２６億６，２７４万７，２０

７円でございます。この増額の主な要因は、８２ページ８３ページの０２０道の駅瑞

穂整備事業４億５，５６６万３７３円の増額、０３７邑学館整備事業費２億２，４７

９万８１１円の増額でございます。６６ページ６７ページをお開きください。１項総

務管理費で大きなものは、１目一般管理費、００２一般管理費、０３財政調整基金管

理費１億８，６５２万４，５０２円、６８ページ６９ページの１７ふるさと基金管理

費１億８，８６１万８，１５８円、１８ふるさと基金事業費１億１，０２６万１，１

５０円、８２ページ８３ページの６目企画費、０２０道の駅瑞穂整備事業５億３，９

３０万３，８８０円、０３７邑学館整備事業費２億３，２９６万３，８１１円でござ

います。１００ページ１０１ページをお開きください。３款民生費の支出済額は前年

度と比べて、２億２，３３９万７，１９２円減額の２５億５，２０４万１，４５８円

でございます。この減額の主な要因は、前年度と比べ、１０６ページ１０７ページの

０３４住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費１億４，７８５万５，

２８１円の減額、１２２ページ１２３ページの０１７子育て世帯等臨時特別支援事業

費１億３，７７８万３９０円の減額等でございます。１項社会福祉費で事業費の大き

なものは、１０４ページ１０５ページの１目社会福祉総務費の００５国民健康保険事

業特別会計繰出金１億４，４６９万４，６０３円、１０６ページ１０７ページの０３

４住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費２，２７３万８，９１６
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円、０３５電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費８，６５３万

６，４０１円、１０８ページ１０９ページの３目老人福祉費の００３後期高齢者医療

事業特別会計繰出金２億２，２１５万１，７８４円、１１４ページ１１５ページの７

目介護保険事業費、００１介護保険事業費、０４邑智郡総合事務組合負担金、介護保

険課３億１，７８２万４，０００円等でございます。１２２ページ１２３ページをお

開きください。２項児童福祉費で事業費の特徴的なものは、１目児童福祉総務費、０

１７子育て世帯等臨時特別支援事業費２０万２２０円、０１８子育て世帯生活支援特

別給付金給付事業費、低所得子育て世帯分３５８万４，９１８円、１２６ページ１２

７ページの４目母子福祉費００５子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費、低所得

のひとり親分６５２万５，８９７円等でございます。１３０ページ１３１ページをお

開きください。４款衛生費の支出済額は前年度と比べて、８億４，９６６万８，４５

２円減額の１４億８，４３２万７，５１２円でございます。この減額の主な要因は１

４０ページ１４１ページの００７新型コロナウイルスワクチン接種対策費が、前年度

と比べて、１，２４１万７，３０９円の減額、００８新型コロナウイルスワクチン接

種体制確保事業費が前年度と比べて、９４９万７，７７７円の減額、前年度実施のご

み処理施設整備事業費が９億３６９万７，０００円の皆減等でございます。１４４ペ

ージ１４５ページをお開きください。６款農林水産業費の支出済額は前年度と比べ

て、１，３０１万１９４円増額の１４億９，８０２万７，４４６円でございます。１

項農業費で事業費の大きなものは、１４８ページ１４９ページの３目農業振興費の０

０３中山間地域等直接支払事業費２億４，２２５万３，９２３円、１４９ページから

１５１ページの００５多面的機能支払事業費１億３，３６６万４，９６０円、１５６

ページ１５７ページの５目農地費、００６下水道事業特別会計繰出金、農業集落排水

３億１，５６８万８，０００円、１５８ページ１５９ページの６目農業基盤整備費、

００１農地整備事業費３，０００万円、８目地籍調査事業費、００１地籍調査費１億

２，７５２万７，３７７円等でございます。１６０ページ１６１ページをお開きくだ

さい。２項林業費の大きなものは、２目林業振興費、００１森林研究・整備機構造林

受託事業費、０１森林研究・整備機構造林受託事業費５，８８０万６，１５９円、１

６２ページ１６３ページの０１７邑南町森林環境保全対策基金管理費４，６０７万

３，７９８円、０１８邑南町森林環境保全対策基金活用事業、０１邑南町森林環境保

全対策基金活用事業４，４５５万７，８６７円、１６４ページ１６５ページの４目林

道整備費、００１林道新設改良費１，４００万円、００４林道改修費１，２５８万

４，０００円でございます。１６６ページ１６７ページをお開きください。７款商工

費の支出済額は前年度と比べて、６，５４３万８，８８０円増額の３億５，３３９万

１，６３２円でございます。この増額の主な要因は、前年度実施しなかった１６８ペ
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ージ１６９ページの０１４邑南町商品券発行事業費、臨時交付金を実施した等による

ものでございます。１項商工費で事業費の大きなものは、２目商工業振興費、００１

農林商工等連携サポート事業費、０１農林商工等連携サポート事業費５，１４０万

９，６３５円、１６８ページ１６９ページの０１３邑南町新型コロナウイルス対策事

業２，１９８万１，５０３円、０１４邑南町商品券発行事業費、臨時交付金１億３０

１万７，７８０円等でございます。１７４ページ１７５ページをお開きください。８

款土木費の支出済額は前年度と比べて、８，４０１万５，３４８円増額の８億４，４

１８万８，２０６円でございます。この増額の主な要因は、前年度と比べて１８０ペ

ージ１８１ページの００３除雪費が１億７６９万５，３２０円増額となったこと等に

よるものでございます。２項道路橋りょう費で大きなものは、１８０ページ１８１ペ

ージの００３除雪費２億１，４７６万３，８３９円、１８２ページ１８３ページの３

目道路新設改良費、００３道路新設改良費、簾金比羅線１，５９２万８１円、００４

道路新設改良費、和田線２，４２１万４円、００５道路新設改良費、片田善教寺原線

３，５４５万２，０５１円、１８４ページ１８５ページの０４５道路安全対策事業

費、町道戸河内線２，８０９万８，７０７円等でございます。１８８ページ１８９ペ

ージをお開きください。４項住宅費で大きなものは、２目住宅建設費、００３若者定

住住宅建設事業費、日貫１，２７３万５，８００円、００５公営住宅建設費、根布団

地１，１８８万４，８０１円、１９０ページ１９１ページの００６公営住宅建設費、

高原団地１，４４０万８，４８０円等でございます。９款消防費の支出済額は前年度

と比べて、９８２万６，４５５円減の４億１，８２７万９９３円でございます。この

減額の主な要因は、前年度実施した防火水槽設置事業費及び消防積載車整備費の皆減

等によるものでございます。１９４ページ１９５ページをお開きください。１０款教

育費の支出済額は前年度と比べて、５億７，５３６万１，９１８円増額の１６億７，

４２０万９，１５４円でございます。この増額の主な要因は、前年度と比べて、２０

８ページ２０９ページの２項小学校費、１目学校管理費、０１７小学校管理費、新型

コロナウイルス対策費が５，１３８万９，７７７円増額、２１６ページ２１７ページ

の３項 中学校費、１目学校管理費、０１１中学校管理費、新型コロナウイルス対策

費が２，８７１万３，９８０円増額、２２０ページ２２１ページの３目学校建設費、

０１８石見中学校建設事業費が３億７，１７９万３，２３９円増額、２３６ページ２

３７ページの４項社会教育費、２目体育施設費、００２公共施設等総合管理事業費、

０６羽須美体育館耐震事業費が５，９０３万７４３円の皆増等でございます。１項教

育総務費で、事業費の主なものは１９８ページ１９９ページの００４外国語指導助手

費１，４３７万９，３２６円、００５教育支援センター事業費７７２万８，８０３

円、２００ページ２０１ページの３目スクールバス運営費、００１スクールバス運営
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費７，１８５万３，９０３円、２０２ページ２０３ページの５目学校給食費、００１

学校給食費１億３，４８９万６，３６１円等でございます。２項小学校費の事業費の

主なものは２０８ページ２０９ページの１目学校管理費、０１７小学校管理費、新型

コロナウイルス対策費５，８９３万５，０２８円、２１０ページ２１１ページの２目

教育振興費、００３子ども笑顔キラキラサポート事業費１，８６９万７，２９０円、

００４子ども読書活動推進事業費、小学校１，２１０万６，８４８円、２１２ページ

２１３ページの３目学校建設費、００９日貫小学校改修事業費８７１万２，０００

円、０２７小学校照明設備対策事業費６０７万７，５０１円等でございます。３項中

学校費の事業費の主なものは、２１６ページ２１７ページの０１１中学校管理費、新

型コロナウイルス対策費３，１５７万５，１６５円、２２０ページ２２１ページの３

目学校建設費、０１８石見中学校建設事業費５億１，３０７万１，４６７円等でござ

います。４項の社会教育費の事業費の主なものは、２２８ページ２２９ページの２目

公民館費、００５公民館活動費６０３万３，０００円、２３０ページ２３１ページの

４目社会教育施設費、００５元気館運営費３，３６０万２，９８６円、２３２ページ

２３３ページの５目文化財保護費、００６発掘調査費、久喜銀山３４２万８，２１６

円等でございます。５項保健体育費の事業費の大きなものは、２３６ページ２３７ペ

ージの２目体育施設費、００２公共施設等総合管理事業費、０６羽須美体育館耐震事

業費５，９０３万７４３円でございます。２４６ページをお開きください。実質収支

に関する調書でございます。歳入総額が１３７億４，４７６万４，０００円、歳出総

額が１３３億８，４２２万円、歳入歳出差引額が３億６，０５４万４，０００円、翌

年度へ繰り越すべき財源としまして繰越明許費繰越額が５，４５９万３，０００円、

実質収支額でございますが、３億５９５万１，０００円でございます。以上、地方自

治法第２３３条第３項の規定により議会の認定に付すものでございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。

○秋田町民課長（秋田敏子） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、秋田町民課長。

○秋田町民課長（秋田敏子） 認定第２号令和４年度邑南町国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算の認定について、御説明申しあげます。決算書の２４８ページ２４

９ページをお開きください。始めに歳入合計でございますが、予算現額１３億９４６

万９，０００円に対しまして、調定額は１３億３，５９０万９，３８０円、収入済額

は１３億１，１６６万７，３７３円、収入未済額は２，４２４万２，００７円でござ
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います。収入済額は、前年度と比較いたしまして１，４１２万６，８１０円の減額、

率にして１．１％の減でございます。続きまして、２５０ページ２５１ページをお開

きください。歳出合計でございますが、予算現額は歳入と同額でございます。支出済

額は、１２億９，８８７万７，５５８円、翌年度繰越額はございませんで、不用額は

１，０５９万１，４４２円でございます。支出済額は、前年度と比較いたしまして８

６１万５，７３５円の減額、率にして０．７％の減でございます。また、歳入歳出差

引残額は、１，２７８万９，８１５円でございます。主な項目につきましては事項別

明細書で御説明いたします。始めに、歳入でございます。２５２ページ２５３ページ

をお開きください。１款１項国民健康保険税でございますが、調定額１億９，９９２

万６，８２８円に対しまして、収入済額は、１億７，５６８万４，８２１円、収入未

済額は２，４２４万２，００７円でございます。収納率は前年度と比較いたしまして

０．７ポイント下がり、８７．９％、収入未済額は前年度と比較いたしまして１７３

万５，５２１円の減額でございます。次に、５款県支出金、２項県補助金 ２目保険

給付費等交付金のうち、１節普通交付金が８億４，２０８万４，１８０円でございま

す。これは、町が保険者として支払う７割相当部分の療養給付などの補填分でござい

ます。前年度と比較いたしまして６，０５０万５，２４２円の減額、率にして６．

７％の減でございます。また、２節特別交付金につきましては、１億１，３８６万

３，０００円でございます。これは、国が進める自治体情報システムの標準化に伴う

交付金及び町の状況に応じて交付される保険者努力支援分などでございます。前年度

と比較いたしまして６，６２９万５，０００円の増額でございます。次に２５４ペー

ジ２５５ページをお開きください。９款繰入金、１項基金繰入金につきましては、国

保事業基金を１，２９３万１，０００円取り崩しております。次に、同款、２項他会

計繰入金、１目一般会計繰入金につきましては、１節保険基盤安定繰入金及び２節一

般会計繰入金、合わせまして１億４，４６９万４，６０３円でございます。次に、１

０款繰越金でございます。前年度からの繰越金が１，８３０万８９０円でございま

す。次に、１１款諸収入でございますが、４０２万９，８６５円が収入済額でござい

ます。主な内訳といたしましては、延滞金、２５６ページ２５７ページにある、保険

給付費等交付金の返還金でございます。続きまして、歳出でございます。２５８ペー

ジ２５９ページをお開きください。１款総務費、１項総務管理費でございますが、人

件費、事務費のほか、邑智郡総合事務組合負担金、国保連合会負担金などでございま

して、１億３，７１７万６，３９０円が支出済でございます。前年度と比較いたしま

して７，５４７万２，７２１円の増額でございます。主な要因といたしましては、国

保標準システムの導入に伴う邑智郡総合事務組合負担金の増額でございます。次に、

２款保険給付費、１項療養諸費でございます。７億３，５３７万１，８５２円が支給
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済でございます。次に、２６０ページ２６１ページをお開きください。同款、２項高

額療養費につきましては、１億６７６万２，４３４円が支出済でございます。次に、

２６２ページ２６３ページをお開きください。同款、３項助産諸費、１目出産育児一

時金につきましては、３件で１２６万円、４項葬祭諸費につきましては、１７件で５

１万円、６項傷病手当金につきましては２件で６万９，７００円が支出済でございま

す。次に、５款保健事業費につきましては、１，１８６万８，８２９円が支出済でご

ざいます。主なものといたしましては、２６４ページ２６５ページの、２項特定健康

診査等事業費でございます。次に、７款１項基金積立金につきましては、令和４年度

は１，２７０万５，１１４円を積み立ていたしました。次に、９款諸支出金につきま

しては、８４５万３，２８８円が支出済でございます。前年度保険給付費等交付金の

返還や特別交付金に含まれております、へき地直営診療所分の直診特別会計への繰出

金が主な内容でございます。次に、２６６ページ２６７ページをお開きください。１

２款の国民健康保険事業費納付金でございます。これは、島根県へ納めているもの

で、２億８，３２０万５，５８０円が支出済でございます。前年度と比較いたしまし

て２，０３３万６，６８４円の減額、率にして６．７％の減でございます。次に、２

６８ページ２６９ページをお開きください。９８款予備費でございますが、予算額４

７９万８，０００円のうち、標準システム導入に伴い変更となりました備品及び関係

様式の印刷費等の費用といたしまして国民健康保険事業一般管理費へ３２万２，００

０円を充用いたしました。最後に、２７０ページをお開きください。実質収支に関す

る調書でございますが、歳入総額が１３億１，１６６万７，０００円、歳出総額が１

２億９，８８７万８，０００円、歳入歳出差引額が１，２７８万９，０００円でござ

います。翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、実質収支額は同額の１，２

７８万９，０００円でございます。

●石橋議長（石橋純二） 説明の途中ではございますが、ここで休憩に入らせてい

ただきます。再開は午後１時１５分とさせていただきます。

―― 午前 11時 53分 休憩 ――

── 午後 １時 15分 再開 ――

●石橋議長（石橋純二） 再開をいたします。午前中の国民健康保険事業特別会計

決算書の説明の中で、町民課長より一部訂正したいとの申入れがございました。議長

において、これを許可したいと思います。説明をお願いいたします。
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○秋田町民課長（秋田敏子） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、秋田町民課長。

○秋田町民課長（秋田敏子） 先ほど御説明いたしました、認定第２号、邑南町国

民兼保険事業特別会計の歳入歳出決算の認定についての説明の中の、歳出２６６ペー

ジ２６７ページの１２款の国民健康保険事業費納付金につきまして、前年度と比較い

たしまして、２，０３３万６，６８４円の減額、率にして６．７ポイントの減と申し

上げましたが、６．７％の減に訂正させていただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。

●石橋議長（石橋純二） はい。それでは、続いて認定第３号からの説明をお願い

いたします。

○秋田町民課長（秋田敏子） それでは、認定第３号令和４年度邑南町国民健康保

険直営診療所事業特別会計歳入歳出決算の認定について御説明申し上げます。決算書

の２７２ページ２７３ページをお開きください。始めに、歳入合計でございますが、

予算現額１億１，９６９万６，０００円に対しまして、調定額は１億２，１１３万

９，６６３円、収入済額は調定額と同額でございまして、収入未済額はございませ

ん。収入済額は、前年度と比較いたしまして２，５８５万５４９円の増額でございま

す。続きまして、２７４ぺージ２７５ページをお開きください。歳出合計でございま

すが、予算現額は歳入と同額でございます。支出済額は１億１，３４８万６，１６２

円、不用額は６２０万９，８３８円でございます。前年度と比較いたしまして２，１

８２万６，５１２円の増額でございます。歳入歳出ともに増額の主な要因といたしま

しては、阿須那診療所医療機器等の整備、公債費元金の償還開始や人件費などの増額

によるものでございます。また、歳入歳出差引残額は、７６５万３，５０１円でござ

います。主な項目につきましては、事項別明細書で御説明いたします。始めに、歳入

でございます。２７６ページ２７７ページをお開きください。１款診療収入でござい

ます。阿須那診療所、井原診療所、日貫診療所、矢上診療所の４箇所の診療所を合わ

せまして収入済額は、３，９６４万７，３２６円でございます。前年度と比較いたし

まして２４０万２，４８１円の減額でございます。次に、２７８ページ２７９ページ

をお開きください。５款県支出金、１項県補助金、１目島根県医療施設等設備整備費

補助金につきましては、阿須那診療所のＸ線一般撮影装置更新経費の２分の１の１９
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２万５，０００円でございます。次に、７款町債、１項町債、１目衛生債は、先ほど

のＸ線装置更新経費といたしまして１９０万円の借入を行っております。８款繰入

金、１項他会計繰入金でございますが、１目一般会計繰入金につきましては、４箇所

の診療所の運営費補填分といたしまして６，１５２万２，３７６円でございます。前

年度と比較いたしまして２，８６８万５，４６４円の増額でございます。同款、３項

事業勘定繰入金につきましては、国民健康保険事業特別会計の特別調整交付金にへき

地直営診療所分が算入されており、その算入分の額が４２４万６，０００円でござい

ます。次に、２８０ページ２８１ページをお開きください。９款繰越金は、前年度繰

越金でございまして、３６２万９，４６４円でございます。次に、１０款諸収入、２

項受託事業収入につきましては、７５８万９，９１３円でございます。新型コロナウ

イルスワクチン接種受託料につきましては、集団接種に従事する日数が減少いたしま

したので、前年度と比較いたしまして約１７３万円の減額となりましたが、特定健診

やインフルエンザ予防接種代、矢上診療所の小児定期予防接種など受託件数が増えた

項目がございましたので、最終的に２２万２，２５４円の減額となりました。続きま

して、歳出でございます。２８４ページ２８５ページをお開きください。１款総務

費、１項施設管理費は、阿須那診療所、井原診療所、日貫診療所、矢上診療所の管理

費でございまして、合わせまして９，３３０万１，８３９円が支出済でございます。

前年度と比較いたしまして１，５６８万６，３７１円の増額でございます。主な要因

といたしましては、矢上診療所の人件費、阿須那診療所の空調設備の更新、阿須那、

日貫診療所におけるオンライン資格確認連携にかかる経費の増額でございます。次

に、２８６ページ２８７ページをお開きください。２款、医業費でございます。１項

医業費、１目医療用機械器具費につきましては、阿須那診療所及び矢上診療所の医療

機器管理費及び整備費でございまして、合わせて７８２万１，８１４円が支出済でご

ざいます。前年度と比較いたしまして５００万８，５２０円の増額でございます。主

な要因といたしましては、阿須那診療所のＸ線装置及びレセプトコンピユ－ターの更

新でございます。次に、２８８ページ２８９ページをお開きください。同款同項、３

目医療用衛生材料費につきましては、４箇所の診療所の診療材料費、薬品費、検査委

託費でございまして、合わせまして１，０３６万９，５２７円が支出済でございま

す。前年度と比較いたしまして５３万４，８４３円の減額でございます。４款、１項

公債費でございます。町債償還金のうち矢上診療所医師住宅改修事業に係る元金償還

が始まりまして、利子分と合わせまして１９９万２，９８２円が支出済でございま

す。次に、９８款予備費でございますが、令和４年度においての充用はございません

でした。最後に、２９０ページをお開きください。実質収支に関する調書でございま

すが、歳入総額が１億２，１１４万円、歳出総額が１億１，３４８万６，０００円、
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歳入歳出差引額が７６５万４，０００円でございます。翌年度へ繰り越すべき財源は

ございませんので、実質収支額は同額の７６５万４，０００円でございます。

続きまして認定第４号、令和４年度邑南町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

の認定について御説明申しあげます。決算書の２９２ページ２９３ページをお開きく

ださい。はじめに、歳入合計でございますが、予算現額３億７，９６５万１，０００

円に対しまして、調定額は３億８，２４５万３７４円、収入済額は３億８，１８２万

１，３２６円、収入未済額は６２万９，０４８円でございます。収入済額は前年度と

比較いたしまして、４８９万８，５７４円の減額でございます。続きまして２９４ペ

ージ２９５ページをお開きください。歳出合計でございますが、予算現額は歳入合計

額と同額でございます。支出済額は、３億７，８３８万２２９円、翌年度繰越額はご

ざいませんで、不用額は１２７万７７１円でございます。支出済額は、前年度と比較

いたしまして６１８万５，７４９円の減額でございます。後期高齢者療養給付費負担

金の減額と後期高齢者を対象といたします保健事業を一般会計に移行したことが主な

要因でございます。また、歳入歳出差引残額は、３４４万１，０９７円でございま

す。主な項目につきましては、事項別明細書で御説明いたします。はじめに、歳入で

ございます。２９６ページ２９７ページをお開きください。１款後期高齢者医療保険

料でございますが、１目特別徴収保険料につきましては、年金から引き去りされるも

のでございます。２目普通徴収保険料は、納付書や口座振替により直接納付されるも

のでございます。保険料全体の収入済額は１億３，１６０万２，０１２円でございま

す。備考欄の現年度分につきましては、債務者への過誤納金還付未済額が延べ５件、

合計で３万８，７３０円ございますので、収入未済額は、２目普通徴収保険料、１節

現年度分の２７万６，６３０円と、２節滞納繰越分の３９万１，１４８円を合わせま

して６６万７，７７８円でございます。なお、還付未済額を考慮した実質の保険料全

体の徴収率は、９９．４９％でございます。次に、５款繰入金、１項一般会計繰入金

でございますが、２億２，２１５万１，７８４円でございます。次に６款、繰越金で

ございますが、前年度繰越金でございまして、２１５万３，９２２円でございます。

次に、２９８ページ２９９ページをお開きください。７款諸収入、２項広域連合納付

金でございますが、前年度の療養給付費負担金精算金の収入済額が２，５９０万１，

５０８円でございます。続きまして、歳出でございます。３００ページ３０１ページ

をお開きください。１款総務費、１項総務管理費につきましては、邑智郡総合事務組

合負担金のほか事務費が、１，０１６万２，４８２円支出済でございます。次に、２

款後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、３億６，８２０万６，６４７円が

支出済でございます。次に、４款諸支出金、１項償還金及び還付加算金につきまして

は、１万１，１００円が支出済でございます。次に、３０２ページ３０３ページをお
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開きください。９８款予備費でございますが、予算額１１５万２，０００円のうち、

総務費の後期高齢者医療事業一般管理費へ１１万２，０００円を充用いたしました。

最後に、３０４ページをお開きください。実質収支に関する調書でございますが、歳

入総額が３億８，１８２万１，０００円、歳出総額が３億７，８３８万円でございま

して、歳入歳出差引額が３４４万１，０００円でございます。翌年度へ繰り越すべき

財源はございませんので、実質収支額は同額の３４４万１，０００円でございます。

以上、３会計につきまして、それぞれ地方自治法第２３３条第３項の規定により議会

の認定に付すものでございます。よろしくお願いいたします。

○沖野水道課長（沖野弘輝） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、沖野水道課長。

○沖野水道課長（沖野弘輝） 認定第５号令和４年度邑南町下水道事業特別会計歳

入歳出決算の認定について説明いたします。決算書３０６ページ、歳入、予算現額

１０億６，８１８万８，０００円、調定額１０億１，１５２万３，７１２円、収入済

額９億１，３３４万９，０５８円、収入未済額９，８１７万４，６５４円でございま

す。続きまして、３０８ページ、歳出、予算現額１０億６，８１８万８，０００円、

支出済額８億９，０７２万８，７４９円、翌年度繰越額１億５，７３０万８，０００

円、不用額２，０１５万１，２５１円でございます。次に詳細について、事項別明細

書で説明いたします。３１０ページをお開きください。歳入、１款分担金及び負担

金、調定額７０４万円、収入済額６４５万円、収入未済額は、過年度分分担金で５９

万円。２款使用料及び手数料、調定額１億７，７０６万２２円、収入済額１億７，２

１１万３６８円、収入未済額４９４万９，６５４円。３１２ページ、３款国庫支出

金、収入済額１，７４７万１，０００円、収入未済額９，２６３万５，０００円は、

令和５年度へ繰越しとなります。６款繰入金、邑南町一般会計からの繰入金５億７，

０２５万２，０００円、７款繰越金１，２２１万１，３９２円となっております。３

１４ページ、８款諸収入、雑入６２４万６，２４８円は工事などの支障移転に係る補

償費などです。９款町債は総額１億２，８６０万円を起債しております。続きまして

３１６ページの歳出です。１款衛生費、合併浄化槽等の維持管理を行う経費として、

１目生活排水処理事業一般管理費７，５６０万６，９９８円、次に、浄化槽市町村整

備推進事業費及び生活排水処理施設機器改修事業費として、２目生活排水処理事業費

３，０８２万２，６４３円。２款農林水産業費、１目農業集落排水事業一般管理費１

億１，４９１万８，４９８円、２目農業集落排水事業費７０８万５，８０９円、３款
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土木費、１目下水道事業一般管理費８，５２５万４，５２７円、次に３２０ペー

ジ、 ２目下水道整備費２，６０１万６，３９６円、４款基金積立金の支出済額８，

０５０円、５款公債費は３２２ページ、１目元金４億８，６５５万６，５３７円、２

目利子６，４４５万９，２９１円です。３２４ページは実質収支に関する調書でござ

います。歳入総額９億１，３３４万９，０００円、歳出総額８億９，０７２万９，０

００円、歳入歳出差引額２，２６２万円。翌年度へ繰り越すべき財源として、（２）

繰越明許費繰越額２６万３，０００円、実質収支額２，２３５万７，０００円となり

ます。

○新井情報みらい創造課長補佐（新井紀弘） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、新井情報みらい創造課長補佐。

○新井情報みらい創造課長補佐（新井紀弘） 認定第６号令和４年度邑南町電気通

信事業特別会計歳入歳出決算の認定について、御説明いたします。決算書の３２５ペ

ージをお開きください。３２５ページから３２９ページまでが歳入歳出の決算書でご

ざいます。主な事業の項目につきましては、事項別明細書で御説明いたしますので、

ここでは総額のみを申し上げます。歳入でございます。３２６ページ、３２７ページ

を御覧ください。予算現額７億３，４７０万円、調定額５億４，２７１万８，０６０

円、収入済額５億４，１７１万６，８９２円、不納欠損額４万８６６円、収入未済額

が９６万３０２円でございます。３２８ページ３２９ページをお開きください。歳出

でございます。予算現額は歳入と同額でございます。支出済額５億２，７０３万２，

５４１円、翌年度繰越額１億９，７４４万１，０００円、不用額１，０２２万６，４

５９円、歳入歳出差引残額は１，４６８万４，３５１円でございます。続きまして、

事項別明細書で主なものを御説明いたします。３３０ページ３３１ページをお開きく

ださい。歳入でございます。１款の分担金及び負担金の情報通信施設負担金が３８９

万９，０００円でございます。これは新規の施設加入負担金と引き込み工事負担金で

ございます。次に、２款の使用料及び手数料でございますが、使用料の情報通信施設

使用料は基本チャンネルの利用料やインターネットの利用料などで、手数料と合わせ

合計で２億５，７５５万８，０８２円でございます。次に３３２ページ３３３ページ

をお開きください。６款の繰入金でございます。基金繰入金が４１２万５，０００

円、一般会計繰入金が３，６０９万５，０００円、合計で４，０２２万円となってお

ります。次に３３４ページ３３５ページをお開きください。８款諸収入の雑入でござ

いますが、４８７万４，７９２円となっております。この主なものですが、ＮＨＫの



- 39 -

団体一括手数料、工事などの支障移転に係る補償費などでございます。次に、９款町

債でございます。情報通信施設整備事業の財源として２億１，６４０万円起債してお

ります。次に３３６ページ３３７ページをお開きください。歳出でございます。１款

総務費の電気通信事業一般管理費でございますが、２億５，４４４万１７０円となっ

ております。この主なものは、まず、１２節の委託料がインターネットとＩＰ電話に

係るサービス業務委託、各種機器等の保守料と、おおなんケーブルテレビへの業務委

託などで、総額１億２，４１７万１，４９０円。１３節の使用料及び賃貸料がサーバ

ー等機器のリース料、ＩＰ電話回線の使用料、ＮＨＫの受信料などで総額８，７３３

万８，９５２円。１４節の工事請負費が支障移転工事などで総額１，９２４万１，３

５４円。２６節の公課費が消費税などで、６２３万９００円でございます。次に、３

３８ページ３３９ページを御覧ください。２款の電気通信事業費でございます。放送

設備及び通信設備の整備事業が２億１，６４９万３，８００円の事業費となっており

ます。なお、半導体製品の調達がコロナ禍等により遅延しているため、１億５，５０

９万１，０００円の繰越、４，２３５万円の事故繰越しをしております。３款の基金

積立金でございますが、２，２４３万７，１２８円を電気通信事業基金に積み立てて

おります。４款の公債費でございますが、３，３６６万１，４４３円を借入金の元利

償還金として支出いたしました。３４２ページを御覧ください。実質収支に関する調

書でございます。歳入総額が５億４，１７１万７，０００円、歳出総額が５億２，７

０３万３，０００円、歳入歳出差引額が１，４６８万４，０００円でございます。翌

年度へ繰り越すべき財源として、先ほど申し上げました通信施設整備事業への財源が

２２４万１，０００円となります。これを歳入歳出差引額から減じまして、実質収支

額が１，２４４万３，０００円となっております。以上、令和４年度邑南町電気通信

事業特別会計歳入歳出決算の認定につきまして、地方自治法第２３３条第３項の規定

により議会の認定に付すものでございます。

○沖野水道課長（沖野弘輝） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、沖野水道課長。

○沖野水道課長（沖野弘輝） 認定第７号令和４年度邑南町水道事業会計決算の認

定について説明いたします。地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和４年

度邑南町水道事業決算を、別紙監査委員の意見を付けて認定に付するものでございま

す。水道事業決算の１ページをお開きください。決算報告書を説明いたします。な

お、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出につきましては消費税を含んでおりま
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す。収益的収入及び支出の収入としまして、第１款水道事業収益の決算額は、４億

３，９１１万５，８２２円、予算額と比較しますと４２２万８２２円の増です。内訳

としましては、第１項営業収益は２億２，０４０万３，０１７円、第２項営業外収益

は２億１，８７１万２，８０５円となっております。次に支出でございます。第１款

水道事業費用の決算額は４億４４３万６，９２３円、予算額に対して２，３３６万

２，０７７円の不用額となりました。内訳としましては、第１項営業費用は３億６，

３３１万２，２４７円、第２項営業外費用は４，１１２万４，６７６円、第４項予備

費については０円となっております。続きまして資本的収入及び支出について説明い

たします。２ページをお開きください。収入としまして、第１款資本的収入の決算額

は３億４，４２８万４，９７０円、予算額と比較しますと３，０５１万５，９７０円

の増です。内訳としましては、第１項企業債は１億７，２７０万円、第２項国庫補助

金は３，１４４万９，０００円、第３項他会計補助金は１億２，１５７万２，０００

円、第４項工事負担金は１，８５６万３，９７０円となっております。次に支出でご

ざいます。第１款資本的支出の決算額は５億２，０９５万６，０１７円、予算額に対

し６７８万９，０５３円の不用額となりました。内訳としましては、第１項建設改良

費は２億３，７２８万４，７３５円、第２項企業債償還金は２億８，３６７万１，２

８２円となっております。支出欄外に記載していますが、資本的収入額が、資本的支

出額に不足する額１億７，６６７万１，０４７円は、当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額１，１０１万２，２０５円、過年度分損益勘定留保資金１億８４７

万２，７２４円、当年度分損益勘定留保資金５，７１８万６，１１８円で補填してお

ります。続きまして３ページをお開きください。邑南町水道事業損益計算書につきま

しては、１．営業収益は２億４０万５，２７２円、２．営業費用は３億５，６５２万

８，０６４円ですので営業損失は１億５，６１２万２，７９２円でございます。３．

営業外収益は２億１，８６６万１，４９２円、４．営業外費用は３，８８５万８，６

２６円ですので経常利益は２，３６８万７４円、当年度純利益は２，３６８万７４

円、また、前年度繰越利益剰余金は２，４７０万６，６１５円ですので、当年度未処

分利益剰余金は４，８３８万６，６８９円でございます。続きまして４ページをお開

きください。水道事業剰余金計算書について説明いたします。資本金及び剰余金のう

ち資本剰余金については当年度変動額が０円。利益剰余金のうち未処分利益剰余金当

年度末残高が当年度純利益２，３６８万７４円を加え４，８３８万６，６８９円とな

り、資本合計の当年度末残高は１５億３３万３，３１３円でございます。続きまして

６ページをお開きください。水道事業貸借対照表について説明いたします。資産の

部、１．固定資産合計は５５億７，８４９万５，６７５円、２．流動資産合計は２億

７，２８４万９，１５２円ですので資産合計は５８億５，１３４万４，８２７円。次
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に負債の部、３．固定負債合計は２２億４，８５３万８，６３２円、４．流動負債合

計は３億７，６６８万６，０９２円、５．繰延収益合計は１７億２，５７８万６，７

９０円ですので、負債合計は４３億５，１０１万１，５１４円。次に資本の部、６．

資本金合計は１４億５，１２８万４，５００円、７．剰余金合計は４，９０４万８，

８１３円ですので資本合計は１５億３３万３，３１３円となり、負債資本合計は５８

億５，１３４万４，８２７円でございます。以下９ページから決算付属書類を添付し

ておりますので、お目通しをお願いします。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 決算審査の報告 ）

●石橋議長（石橋純二） 続きまして、監査委員から、令和４年度邑南町各会計歳

入歳出決算審査意見書が提出されております。審査結果について代表監査委員からの

報告を求めます。

○森脇代表監査委員（森脇義博） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、森脇代表監査委員。

○森脇代表監査委員（森脇義博） 令和４年度の一般会計と各特別会計及び水道事

業会計につきまして、それぞれ決算審査を行いました。お手元の意見書のとおり報告

させていただきますが、意見書の説明の詳細は説明資料を御覧いただくということで

よろしくお願い申し上げます。水道事業会計は去る６月５日に、一般会計と５つの特

別会計は７月１８日にそれぞれ審査付託を受けまして、係数の確認、帳票や関係書類

等の照合、規定などに基づいて会計処理が適正に行われているか等につきまして検証

するとともに、職員の説明を求め慎重に審査を行いました。令和４年度も依然として

新型コロナウイルス感染症がなかなか収束せず、様々な制約を受けながらの事業展開

でした。歳入歳出決算規模はそのコロナウイルス感染症の対応事業費は前年度より減

少しましたが、大型普通建設事業費が動き出しているというようなことで、全体は若

干大きくなっています。審査の結果でございますが、審査に付された全ての会計の歳

入歳出決算書及び付属資料の件数は関係書帳簿、証書類等を点検審査した結果、公有

財産の一部に台帳との不一致がありましたが、それ以外のいずれも決算係数に相違な

く適性に執行されたものと認めました。審査意見でも述べていますが、各会計の収支

は黒字となっています。普通会計の決算指標は、標準財政規模のお動きで悪化したも



- 42 -

の改善したものとなっています。指標は毎年の目安として財政運営が成されるわけで

すが、いずれにしましても、自主財源の少ない財政状況ですので、町が持続的発展を

するためにも適切な財政運営を求めるものです。以上でございます。

●石橋議長（石橋純二） 以上で、代表監査委員からの、決算審査結果の報告は終

了しました。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第１９ 議案第５８号、 日程第２０ 議案第５９号 ）

（ 日程第２１ 議案第６０号、 日程第２２ 議案第６１号 ）

（ 日程第２３ 議案第６２号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第１９。議案第５８号邑南町情報通信施設条例の一

部改正についてから、日程第２３。議案第６２号邑南町生活排水処理施設使用料条例

の一部改正についてまで、５件を一括議題といたします。提出者からの提案理由の説

明を求めます。

○石橋町長（石橋良治） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、石橋町長。

○石橋町長（石橋良治） 議案第５８号から議案第６２号までの提案理由を御説明

申し上げます。議案第５８号から議案第６２号は、条例の一部改正について、議会の

議決を求めるものでございます。まず、議案第５８号邑南町情報通信施設条例の一部

改正についてでございますが、これはインターネット接続サービスの追加に伴う改正

でございます。次に、議案第５９号邑南町研修施設条例の一部改正についてでござい

ますが、これは研修施設の追加に伴う改正でございます。次に、議案第６０号邑南町

水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてでございますが、これは、下水道

事業の公営企業会計へ移行することに伴う改正でございます。次に、議案第６１号邑

南町下水道使用料条例の一部改正についてでございますが、これは下水道使用料の改

定に伴う改正でございます。次に、議案第６２号邑南町生活排水処理施設使用料条例

の一部改正についてでございますが、これは、生活排水処理施設使用料の改定に伴う

改正でございます。以上、詳細につきましては、それぞれ担当課長から説明させます

ので、よろしくお願いします。
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○新井情報みらい創造課長補佐（新井紀弘） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、新井情報みらい創造課長補佐。

○新井情報みらい創造課長補佐（新井紀弘） 議案第５８号邑南町情報通信施設条

例の一部改正案について御説明いたします。邑南町情報通信設条例に基づきサービス

を提供しているおおなんケーブルテレビのインターネットサービスに、通信速度が最

大１００Ｍｂｐｓ（メガビーピーエス）のプランを追加するものでございます。一部

を改正する条例案にありますように、条例の別表第２中にある表、インターネット標

準サービスの下にインターネット接続サービス（１００Ｍサービス）光電変換装置１

台につき５，７２０円を加えるものであります。なお、改正後の条例は令和５年１１

月１日から施行します。以上です。よろしくお願いします。

○田村地域みらい課長（田村哲） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、田村地域みらい課長。

○田村地域みらい課長（田村哲） 議案第５９号邑南町研修施設条例の一部改正に

ついて、御説明申し上げます。現在建築中の邑学館新館別棟を研修施設として利用を

開始し、管理するため、既存の第二邑学館を第三邑学館と名称変更し、邑学館新館別

棟を第二邑学館として邑南町研修施設に加えるものです。議案に添付しております、

邑南町研修施設条例の新旧対照表を御覧ください。第２条の表中、第二邑学館を第三

邑学館に改め、邑学館の項の次に、名称第二邑学館位置邑南町矢上４５７９番地２の

項を新たに加えるものです。条文に戻り、施行日は附則のとおり、公布の日からとす

るものでございます。以上、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を

求めるものでございます。

○沖野水道課長（沖野弘輝） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、沖野水道課長。

○沖野水道課長（沖野弘輝） 議案第６０号、邑南町水道事業の設置等に関する条

例の一部改正について説明いたします。この度の改正は、令和６年度から邑南町下水
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道事業が、地方公営企業法を適用するため、従前の邑南町水道事業の設置等に関する

条例に、下水道事業の設置及び排水区域の項目を加えるものでございます。新旧対照

表の８分の１ページをお開きください。条例名を邑南町水道事業及び下水道事業の設

置等に関する条例に改めます。第１条第２項に下水道事業の設置項目を加えます。次

に地方公営企業法を全部適用する１条を加えます。第２条第１項中水道事業の次に、

及び下水道事業を加えます。８分の３ページ、第３項に特定環境保全公共下水道事業

の経営の規模と区域を加えます。第４項に農業集落排水事業の経営の規模と区域を加

えます。８分の４ページ、第５項に公共浄化槽等整備推進事業の経営の規模と区域を

加えます。第６項に個別排水処理施設整備事業の経営の規模と区域を加えます。第７

項に簡易排水施設整備事業の経営の規模と区域を加えます。第８項に小規模集合排水

処理施設整備事業の経営の規模と区域を加えます。第３条第１項中地方公営企業法を

法に、地方公営企業法施行令を令に、水道事業を上下水道事業に改め、同条第２項中

水道事業管理者の権限を行う町長を町長に改めます。８分の５ページ、第４条中水道

事業を上下水道事業に改めます。第５条中第２４３条の２第８項を第２４３条の２の

第８項に、水道事業を上下水道事業に改めます。第６条並びに第７条中水道事業を上

下水道事業に改めます。第６条中水道事業を上下水道事業に改めます。８分の５ペー

ジ、第７条中水道事業を上下水道事業に改めます。条文に戻り、附則、この条例は令

和６年４月１日から施行します。続きまして、議案第６１号、邑南町下水道使用料条

例の一部改正について説明いたします。この度の改正は、邑南町下水道事業が将来に

わたり健全かつ安定した経営を継続していくため、適正な使用者負担がなされるよう

改正を行うものでございます。新旧対照表３分の１ページをお開きください。第３条

第２項ただし書中町長を令和６年度より邑南町下水道事業が公営企業法を適用するこ

とから、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長に改めます。第４条第２

項中邑南町下水道条例施行規則第１３条に規定するを削ります。３分の２ページ。第

１０条中規則でを町長がに改めます。別表中一般家庭基本料を１，６５０円から１，

８７０円に、世帯員割を５５０円から６０５円に、事業所、事務所、公共施設等基本

料金を１，６５０円から１，８７０円に、使用人員の料金を加算する人数１人～３人

１，６５０円から１，８１５円に、４人～６人２，２００円から２，４２０円に、７

人～１０人２，７５０円から３，０２５円に、１１人～２０人３，８５０円から４，

２３５円に、２１人～４０人９，３５０円から１０，２８５円に、４１人～６０人２

０，３５０円から２２，３８５円に、６１人～１００人４２，３５０円から４６，５

８５円に、１０１人～３００人６４，３５０円から７０，７８５円に、３０１人～５

００人８６，３５０円から９４，９８５円に５０１人以上１０８，３５０円から１１

９，１８５円に、３分の３ページ、飲食業、鮮魚店、理美容業、旅館業、食品製造業
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中業務料金３，８５０円を４，２３５円に改めます。条文に戻り、附則、この条例は

令和６年４月１日から施行します。続きまして、議案第６２号、邑南町生活排水処理

施設使用料条例の一部改正について説明いたします。この度の改正は、邑南町下水道

事業が将来にわたり健全かつ安定した経営を継続していくため、適正な使用者負担が

なされるよう改正を行うものです。新旧対照表３分の１ページをお開きください。第

３条第２項中規則でを令和６年度より邑南町下水道事業が公営企業法を適用すること

から、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長に改めます。第４条第２項

中邑南町生活排水処理施設条例施行規則第１１条に規定する排水処理施設使用(開始、

再開、休止、廃止、変更)届を使用開始等届に改めます。３分の２ページ、別表中一般

家庭基本料を１，６５０円から１，８７０円に、世帯員割を５５０円から６０５円

に、事業所、事務所、公共施設等基本料金を１，６５０円から１，８７０円に、使用

人員の料金を加算する人数１人～３人１，６５０円から１，８１５円に、４人～６人

２，２００円から２，４２０円に、７人～１０人２，７５０円から３，０２５円に、

１１人～２０人３，８５０円から４，２３５円に、２１人～４０人９，３５０円から

１０，２８５円に、４１人～６０人２０，３５０円から２２，３８５円に、６１人～

１００人４２，３５０円から４６，５８５円に、１０１人～３００人６４，３５０円

から７０，７８５円に、３０１人～５００人８６，３５０円から９４，９８５円に５

０１人以上１０８，３５０円から１１９，１８５円に、３分の３ページ、飲食業、鮮

魚店、理美容業、旅館業、食品製造業中業務料金３，８５０円を４，２３５円に改

め、同表備考中規則にを町長がに改めます。条文に戻り、附則、この条例は令和６年

４月１日から施行します。以上でございます。よろしくお願いいたします。

●石橋議長（石橋純二） 説明の途中でございますが、ここで休憩をさせていただ

きます。再開は午後２時１５分とさせていただきます。

―― 午後 ２時 10分 休憩 ――

―― 午後 ２時 15分 再開 ――

（ 日程第２４ 議案第６３号、 日程第２５ 議案第６４号 ）

（ 日程第２６ 議案第６５号、 日程第２７ 議案第６６号 ）

（ 日程第２８ 議案第６７号、 日程第２９ 議案第６８号 ）

（ 日程第３０ 議案第６９号 ）
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●石橋議長（石橋純二） それでは再開をいたします。日程第２４。議案第６３号

令和５年度邑南町一般会計補正予算第５号についてから、日程第３０。議案第６９号

令和５年度邑南町水道事業会計補正予算第１号についてまで、７件を一括議題といた

します。提出者からの提案理由の説明を求めます。

○石橋町長（石橋良治） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、石橋町長。

○石橋町長（石橋良治） 議案第６３号から議案第６９号までの提案理由を御説明

申し上げます。まず、議案第６３号令和５年度邑南町一般会計補正予算第５号は、歳

入歳出それぞれ４億３，４１２万２，０００円を追加するものでございます。次に、

議案第６４号令和５年度邑南町国民健康保険事業特別会計補正予算第２号は、歳入歳

出それぞれ１，２３３万４，０００円を追加するものでございます。次に、議案第６

５号令和５年度邑南町国民健康保険直営診療所事業特別会計補正予算第２号は、歳入

歳出それぞれ５７万７，０００円を追加するものでございます。次に、議案第６６号

令和５年度邑南町後期高齢者医療事業特別会計補正予算第１号は、歳入歳出それぞれ

２６４万５，０００円を追加するものでございます。次に、議案第６７号令和５年度

邑南町下水道事業特別会計補正予算第２号は、歳入歳出それぞれ１，７４８万円を減

額するものでございます。次に、議案第６８号令和５年度年度邑南町電気通信事業特

別会計補正予算第１号は、歳入予算の組み替えによるものでございます。次に、議案

第６９号令和５年度邑南町水道事業会計補正予算第１号は、収益的支出については、

４３６万９，０００円の追加、資本的収入及び支出については、収入７５９万３，０

００円、支出１，４２６万８，０００円をそれぞれ追加するものでございます。以

上、詳細につきましては、それぞれ、担当課長から説明させますのでよろしくお願い

いたします。

○三上財務課長（三上和彦） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、三上財務課長。

○三上財務課長（三上和彦） 議案第６３号、令和５年度邑南町一般会計補正予算

第５号について、御説明いたします。この度の補正は、主なものとして、歳入では、

地方交付税の追加、国庫支出金の追加、県支出金の追加、繰越金の追加でございま
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す。歳出では、財政調整基金や減債基金の積立金の追加、商工費の観光推進事業費の

追加でございます。予算書の１ページをお開きください。第１条の歳入歳出予算の補

正でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４億３，４１２万２，０

００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６５億５，４９８万２，

０００円とするものでございます。歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ご

との金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページから３ページの、第１表歳

入歳出予算補正に記載しています。予算書の１ページの第２条の地方債の補正は、４

ページの、第２表地方債補正で定めています。変更分は、農業用ハウス整備事業債を

１０万円減額し、１，８２０万円に、公営住宅建設事業債を４８０万円追加し、９，

２７０万円に、河川改修事業債を５９０万円追加し、９８０万円に、臨時財政対策債

を９５万４，０００円追加し、２，６２０万１，０００円とするものでございます。

これにより、地方債の限度額の合計は、補正前の限度額３９億５，８８４万７，００

０円から１，１５５万４，０００円追加して、３９億７，０４０万１，０００円とす

るものでございます。補正予算の内容を、予算に関する説明書の事項別明細書で御説

明いたします。４ページ５ページをお開きください。歳入でございます。９款地方特

例交付金、１項地方特例交付金、１目地方特例交付金は、４９万円の追加でございま

す。１０款地方交付税、１項地方交付税、１目地方交付税は、１億５，６４０万５，

０００円の追加でございます。これは、当初の見積もりから基準財政収入額が固定資

産の修正申告などで減額になったこと及び単位費用の増等によるものでございます。

１３款使用料及び手数料、１項使用料、２目総務使用料は、町営バス使用料１６万

５，０００円の追加でございます。これは、実証実験便のルートを有償登録区間とし

て新設することによるものでございます。１４款国庫支出金、１項国庫負担金、３目

民生費国庫負担金は、障害児通所給付費等負担金２７８万４，０００円の追加でござ

います。これは、放課後等デイサービスの利用者、利用回数増加に伴うものでござい

ます。２項国庫補助金、２目総務費国庫補助金は、新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金２，１２７万６，０００円の追加でございます。６ページ７ページ

をお開きください。３目民生費国庫補助金は、子育て世帯生活支援特別給付金給付事

業（その他）事業費補助金７５万円の追加でございます。４目衛生費国庫補助金は、

出産・子育て応援交付金１４３万３，０００円の追加でございます。１５款県支出

金、１項県負担金は、障害児通所給付費等負担金１３９万２，０００円の追加でござ

います。２項県補助金、４目衛生費県補助金は、出産・子育て応援交付金３５万８，

０００円の追加でございます。８ページ９ページをお開きください。７目商工費県補

助金は、観光地観光産業の再生高付加価値化事業補助金１，９８６万７，０００円の

追加でございます。３項委託金、１０目教育費委託金は、複式教育推進指定校事業委
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託金３０万円の追加でございます。１８款繰入金、２項基金繰入金、 １目財政調整

基金繰入金は、１億８５万３，０００円の減額でございます。１５目 ふるさと基金

繰入金は６０万円の減額でございます。２７目日本一の子育て村推進基金繰入金は９

２４万円の追加でございます。１０ページ１１ページをお開きください。１９款繰越

金、１項繰越金、１目繰越金は、前年度繰越金で、２億９，５９５万１，０００円の

追加でございます。２０款諸収入、５項雑入、２目雑入は、２，２３９万２，０００

円の追加でございます。これは、実績に伴う過年度分の各邑智郡総合事務組合負担金

返還金や介護保険事業町負担金返還金でございます。２１款町債、１項町債、６目農

林水産業債は、農業用ハウス整備事業債１０万円の減額でございます。８目土木債

は、公営住宅建設事業債が４８０万円の追加、河川改修事業債が５９０万円の追加で

ございます。１３目臨時財政対策債は、９５万４，０００円の追加でございます。１

４ページ１５ページをお開きください。歳出でございます。２款総務費、 １項総務

管理費、１目一般管理費は、３億５，９８７万８，０００円の追加でございます。主

なものとしては、０３財政調整基金管理費が２億１，１００万円の追加、１６減債基

金管理費が１億４，９３８万円の追加でございます。これにより、財政調整基金残高

は９億４９万７，０００円、減債基金残高は２０億５，３０７万９，０００円となり

ます。５目財産管理費は、００５公衆便所管理費６９万７，０００円の追加でござい

ます。これは、中野公衆トイレの修繕費でございます。６目企画費は、０２９矢上高

校通学支援運行事業費１１１万３，０００円の追加でございます。これは、矢上高校

通学支援便（金城便）の利用者が増えるため、２台体制の運行が必要になるためでご

ざいます。１１目情報政策費は、００２電気通信事業特別会計繰出金６２９万６，０

００円の減額でございます。１２目生活交通確保対策事業費は、００３町営バス邑南

川本線運行事業費が６５５万円の減額、０３５地域内交通準備事業費が２８８万円の

追加でございます。これは邑南川本線の路線再編について、３台体制とする当初計画

を見直し、実証実験便のルートを運行する路線を新設するたためでございます。１６

ページ１７ページをお開きください。３款民生費、１項社会福祉費、１目 社会福祉

総務費は、１，７５７万８，０００円の追加でございます。主なものとしては、００

５国民健康保険事業特別会計繰出金が１００万７，０００円の減額、０２９社会福祉

事業費補助金等返還金が１，６９７万６，０００円の追加、０３７介護サービス事業

所等調査業務費１１５万５，０００円の追加でございます。３目老人福祉費は、００

３後期高齢者医療事業特別会計繰出金１，５７６万９，０００円の減額でございま

す。１８ページ１９ページをお開きください。６目障害者福祉費は、０１８障害児給

付費５５６万８，０００円の追加でございます。２項児童福祉費、１目児童福祉総務

費は、０１２児童福祉事業費補助金等返還金が７２６万２，０００円の追加でござい



- 49 -

ます。２０ページ２１ページをお開きください。０１８子育て世帯生活支援特別給付

金給付事業費（低所得子育て世帯分）が７５万円の追加でございます。３項生活保護

費、１目生活保護総務費は、００８生活保護事業費補助金等返還金３８１万円の追加

でございます。４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費は、９６万６，０

００円の減額でございます。これは、００１保健衛生総務費、０３邑智郡総合事務組

合負担金（情報システム課）が３２５万１，０００円の追加、００５下水道事業特別

会計繰出金（生活排水等）が４６６万円の減額、００６直営診療所事業特別会計繰出

金が８１９万７，０００円の減額、０１２医療福祉従事者確保奨学基金事業費が８６

４万円の追加でございます。２２ページ２３ページをお開きください。２目母子保健

費は、００９出産・子育て応援事業費が２１５万円の追加、０１６母子保健事業費補

助金等返還金が９４万円の追加でございます。３目老人保健費は、０２２老人保健事

業費補助金等返還金２１万４，０００円の追加でございます。５目予防費は、００４

予防費補助金等返還金７１５万５，０００円の追加でございます。２項 清掃費、１

目廃棄物処理費は、００１廃棄物処理費、０２邑智郡総合事務組合負担金（し尿・ご

み処理）７６２万１，０００円の追加でございます。２４ページ２５ページお開きく

ださい。６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費は、３８２万８，０００円

の追加でございます。主なものとして、００１邑南町農林総合事業費、０２有害鳥獣

対策補助事業費が７１万９，０００円の追加、０１１農業担い手育成・確保支援事業

費、０３おーなんアグサポ隊事業費が４８０万円の追加、０３０邑南町農林業後継者

育成奨学基金管理費が６０万円の追加、０４７地域をけん引する経営体確保対策事業

費が８６万８，０００円の追加等でございます。６目農業基盤整備費は、００４農業

競争力強化農地整備事業、０１農地等整備事業費（井原西）が５０万５，０００円の

追加でございます。２６ページ２７ページをお開きください。７款商工費、１項商工

費、３目観光費は、４，２５４万７，０００円の追加でございます。主なものとし

て、００９断魚渓管理費が１２８万３，０００円の追加、０１３観光推進事業費、０

５観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業が４，１１４万３，０００円の追加で

ございます。８款土木費、２項道路橋りょう費、２目道路維持費は、４９５万２，０

００円の追加でございます。主なものとしては、００１道路維持総務費が１９６万円

の追加、００２道路維持費が２９９万２，０００円の追加でございます。２８ページ

２９ページをお開きください。３目道路新設改良費は、２９９万９，０００円の減額

でございます。主なものとしては、０４７緊急自然災害防止対策事業費（町道川下

線）１８５万８，０００円の追加でございます。５目橋りょう新設改良費は、００２

橋りょう長寿命化事業（町道橋点検）が３００万円の追加でございます。３項河川

費、４目河川等災害関連費は、００１緊急自然災害防止対策事業費（河川）５９２万
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円の追加でございます。３０ページ３１ページをお開きください。４項住宅費、２目

住宅建設費は、００５公営住宅建設費（根布団地）４８８万８，０００円の追加でご

ざいます。１０款教育費、１項教育総務費、２目事務局費は、０２６複式教育推進指

定校事業１６万８，０００円の追加でございます。３目スクールバス運営費は、邑南

川本線の再編の見直しをするため車両を移管することによる予備車維持管理費とし

て、００１スクールバス運営費４５万６，０００円の追加でございます。以上、地方

自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。

○秋田町民課長（秋田敏子） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、秋田町民課長。

○秋田町民課長（秋田敏子） 議案第６４号令和５年度邑南町国民健康保険事業特

別会計補正予算第２号について御説明申し上げます。予算書の１ページをお開きくだ

さい。歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出それぞれ１，２３３万４，００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１３億３，７６８万７，０００円とす

るものでございます。今回の補正は、令和４年度の決算に伴います繰越金や、令和４

年度職員給与費等繰入金の精算及び令和５年度国保税本算定に伴います保険税の対応

のため、それぞれについて必要な補正を行うものでございます。詳細につきまして

は、予算に関する説明書の事項別明細書で御説明いたします。始めに、歳入でござい

ます。４ページ５ページをお開きください。１款１項国民健康保険税でございます。

本算定に伴いまして、２，５８１万６，０００円を減額するものでございます。次

に、９款繰入金、１項基金繰入金でございますが、本算定に伴う国民健康保険税の減

額分の財源補填と、県補助金の償還で２，６３６万９，０００円の追加でございま

す。次に、２項他会計繰入金でございますが、令和４年度職員給与費等繰入金の精算

等といたしまして１００万７，０００円を減額するものでございます。次に、１０款

１項繰越金でございますが、令和４年度決算に伴いまして、１，２７８万８，０００

円の追加でございます。続きまして、歳出でございます。６ページ７ページをお開き

ください。１款総務費、１項総務管理費でございますが、一部事務組合負担金につき

まして、３万５，０００円の追加でございます。次に７款１項基金積立金でございま

すが、１，１７４万６，０００円の追加でございます。次に９款諸支出金、１項償還

金及び還付加算金でございますが、令和４年度国保特定健診等の実績報告に伴いまし

て交付金の返還として５５万３，０００円の追加でございます。続きまして、議案第
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６５号令和５年度邑南町国民健康保険直営診療所事業特別会計補正予算第２号につい

て御説明申しあげます。予算書の１ページをお開きください。歳入歳出予算の補正で

ございますが、歳入歳出それぞれ５７万７，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ１億２，７５２万１，０００円とするものでございます。詳細につきまし

ては、予算に関する説明書の事項別明細書で御説明いたします。始めに、歳入でごさ

います。４ページ５ページをお開きください。８款繰入金、１項他会計繰入金でござ

いますが、阿須那診療所、日貫診療所及び矢上診療所の運営費補填分、合わせまして

８１９万７，０００円を減額するものでございます。次に、９款１項繰越金でござい

ますが、令和４年度決算に伴う繰越金といたしまして７６５万３，０００円の追加で

ございます。次に、１０款諸収入、２項受託事業収入、３目予防接種等受託料でござ

いますが、新型コロナウイルスワクチン接種が医療機関での個別接種に変更されたこ

とから阿須那、日貫、矢上診療所で受託しておりますので、合わせまして１１２万

１，０００円の追加でございます。続きまして、歳出でございます。６ページ７ペー

ジをお開きください。１款総務費、１項施設管理費、１目一般管理費でございます

が、日貫診療所におきまして、オンライン資格確認システムを運用するための備品整

備といたしまして８万６，０００円を追加、また、矢上診療所におきまして、新型コ

ロナウイルスワクチン接種に対応するため会計年度任用職員の勤務日数を追加したこ

と、令和４年度分の消費税確定申告に伴い、合わせまして４９万１，０００円の追加

でございます。続きまして、議案第６６号令和５年度邑南町後期高齢者医療事業特別

会計補正予算第１号について御説明いたします。予算書の１ページをお開きくださ

い。歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出それぞれ２６４万５，０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億７，６１４万５，０００円とす

るものでございます。今回の補正は、令和４年度の決算に伴います繰越金並びに療養

給付費負担金の前年度精算及び令和４年度の出納整理期間中に納付されました保険料

につきまして、令和５年度に精算されることなどに伴いまして、それぞれ必要な補正

を行うものでございます。詳細につきましては、予算に関する説明書の事項別明細書

で御説明いたします。始めに、歳入でございます。４ページ５ページをお開きくださ

い。５款繰入金、１項一般会計繰入金、１目事務費繰入金につきましては、前年度繰

越金から出納整理期間中に納付されました令和４年度保険料を減額したものの追加及

び邑智郡総合事務組合への負担金の変更に伴いまして、７９万６，０００円を減額、

３目療養給付費負担金繰入金は、令和４年度の療養給付費負担金の精算超過分１，４

９７万３，０００円を減額するものでございます。次に、６款繰越金、１項繰越金に

つきましては、令和４年度決算に伴うものでございまして、３４４万１，０００円の

追加でございます。次に、７款諸収入、２項広域連合納付金でございますが、令和４
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年度の療養給付費負担金の精算に伴う超過分の返還金といたしまして、１，４９７万

３，０００円の追加でございます。続きまして、歳出でございます。６ページ７ペー

ジをお開きください。１款総務費、１項総務管理費、１目後期高齢者医療事業一般管

理費につきましては邑智郡総合事務組合への負担金の変更によりまして、４５万４，

０００円の追加でございます。次に、２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項後期

高齢者医療広域連合負担金、１目保険料等負担金につきましては、令和４年度出納整

理期間中に納付されました保険料を令和５年度の歳出予算で広域連合に納めることと

なっておりますので、繰越金に含まれております保険料分２１９万１，０００円の追

加するものでございます。以上、３会計につきまして、それぞれ地方自治法第９６条

第１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。よろしくお願いいたしま

す。

○沖野水道課長（沖野弘輝） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、沖野水道課長。

○沖野水道課長（沖野弘輝） 議案第６７号令和５年度邑南町下水道事業特別会計

補正予算第２号について説明いたします。補正予算書の１ページをお開きください。

第１条歳入歳出予算の補正ですが、歳入歳出それぞれ１，７４８万円を減額して、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億２，３６４万３，０００円とするもので

ございます。第２条地方債の補正ですが、４ページ第２表、地方債補正のとおり、農

業集落排水事業債を８７０万円減額するものでございます。詳細について、予算に関

する説明書で説明いたします。４ページ５ページ歳入でございます。３款国庫支出

金、１項国庫補助金、３目農林水産業費補助金を瑞穂地域遠方監視システム改修事業

費及び農業集落排水施設計画策定事業費の変更に伴い８７５万円の減額、６款繰入

金、２項他会計繰入金、１目一般会計繰入金を繰越金額の変更等に伴い２，２２８万

７，０００円の減額、７款繰越金、１項繰越金、１目繰越金を２，２２５万７，００

０円追加、９款町債、１項町債、２目農林水産事業債を瑞穂地域遠方監視システム改

修事業費及び農業集落排水施設計画策定事業費の変更に伴い８７０万円減額するもの

でございます。続いて６ページ７ページをお開きください。歳出、２款農林水産業

費、１項農業費、２目農業集落排水事業費は、瑞穂地域遠方監視システム改修事業費

を１，４１８万円、農業集落排水施設計画策定事業費を３３０万円減額するものでご

ざいます。
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○新井情報みらい創造課長補佐（新井紀弘） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、新井情報みらい創造課長補佐。

○新井情報みらい創造課長補佐（新井紀弘） 議案第６８号令和５年度邑南町電気

通信事業特別会計補正予算第１号について、御説明いたします。予算書の１ページを

お開きください。第１条の歳入歳出予算の補正でございますが、今回の補正は、歳入

予算の組み替えによるものでございますので、歳入歳出予算総額の補正はございませ

ん。歳入予算補正の款項の区分及び金額につきましては、２ページの第１表歳入歳出

予算補正に記載しております。次に補正予算の内容を予算に関する説明書の事項別明

細書で説明させていただきます。事項別明細書の２ページ３ページをお開きくださ

い。この度の補正は、令和４年度決算による繰越金を計上するほか、繰越金で確保し

た財源の２分の１を電気通信事業基金繰入金の減額に充て、残りの２分の１を一般会

計繰入金の減額に充てようとするものでございます。なお、それぞれの繰入金の額に

若干の差があるものについては、当初予定していた一般会計から繰入額を算定するた

めの、使用料減免分、公債費元利負担分について清算しているため、差異が生じてお

ります。以上、令和５年度邑南町電気通信事業特別会計補正予算第１号につきまし

て、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。

よろしくお願いします。

○沖野水道課長（沖野弘輝） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、沖野水道課長。

○沖野水道課長（沖野弘輝） 議案第６９号令和５年度邑南町水道事業会計補正予

算第１号について説明いたします。今回の補正は、収益的支出、資本的収入及び支出

の項目につきまして、追加をするものでございます。補正予算書の１ページをお開き

ください。第２条収益的支出は支出科目、第１款水道事業費用、第１項営業費用を４

３６万９，０００円追加して３億７，５１５万９，０００円とするものでございま

す。第３条収益的収入及び支出は、収入科目第１款資本的収入、第２項国庫補助金を

１３３万８，０００円追加して４，９８７万１，０００円とし、第４項工事負担金を

６２５万５，０００円追加して１，３３７万２，０００円とするものでございます。

次に、支出科目第１款資本的支出、第１項建設改良費を１，４２６万８，０００円追

加して３億８９６万７，０００円とし、予算第４条本文括弧書きを不足する額２億１
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３万３，０００円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額９６０万１，

０００円、過年度分損益勘定留保資金１億１８４万９，０００円及び当年度分損益勘

定留保資金８，８６８万３，０００円で補填するものとする。に改め、資本的収入及

び支出の予定額を補正するものでございます。次に詳細を補正予算に関する説明書で

行います。補正予算に関する説明書１ページをお開きください。収益的支出、営業費

用は、第３目総係費を水道検針システムの更新のため委託料４３６万９，０００円の

追加でございます。資本的収入及び支出、収入科目は国庫補助金を布施地区、市木地

区、日和地区における配水管布設工事の事業費変更により１３３万８，０００円を追

加し、工事負担金を出羽川改修に伴う吉時浄水場移転事業費変更により６２５万５，

０００円追加するものでございます。次に支出科目は、水道施設整備費を布施地区、

市木地区、日和地区における配水管布設工事の事業費変更により委託料を４８２万

２，０００円、工事請負費を３１９万円追加し、支障移転事業費を出羽川改修に伴う

吉時浄水場移転事業費変更により委託料を６２５万６，０００円追加するものでござ

います。以下２ページから予定キャッシュフロー計算書、予定貸借対照表等説明資料

を添付しておりますので、お目通しをお願いいたします。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 散会宣告 ）

●石橋議長（石橋純二） 以上で、本日の日程は全て議了いたしました。本日はこ

れにて散会といたします。お疲れ様でございました。

―― 午後 ２時 50分 散会 ――


